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巻頭言

公民科教育のあたらしい時代に向けて

会長渡邊範道（東京都立南葛飾高等学校長）

ここに｢令和元年度都倫研紀要第58集」を刊行いたします。まず、ご多用中にもかかわらず、

原稿をお寄せいただいた皆様に御礼申し上げます。

さて、ご承知のとおり、現在我が国の高等学校教育は、大変革期を迎えています。平成30年3月

に新高等学校学習指導要領が告示され、令和4年度から年次進行で実施されます。また、令和3年1

月には大学入学共通テストがスタートします｡他にもICTの活用、 「Society5.0」なる時代に求めら

れる人材の育成まで、多岐にわたり指導方法の工夫改善が求められています。

今般の学習指導要領の改訂では、各教科等の「目標」 「内容」等の記述が「知識及び技能」 「思考力、

判断力、表現力等」 「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理され、そのため全体の記述も大

幅に増加しました。公民科においては、共通必履修科目「公共」の新設とともに、 「社会的な見方・考

え方」や「多面的・多角的な考察」などの記述が登場しました。さらに、 「総則」の「道徳教育に関す

る配慮事項」では、 「公民科の『公共』及び『倫理』並びに特別活動が、人間としての在り方生き方に

関する中核的な指導の場面であることに配慮すること」の記述が加わりました。コロナ禍への対応に

追われている中でも、これらに対応できるよう準備を進めていかなければならない状況となっていま

す。

しかしながら、こうした大変革期こそ、本研究会のような研究団体は、重要な役割を果たすことが

できるし、また、果たしていかなければならないと思います。大幅に厚みを増した指導要領を読み込

み、ただ改訂点をたどるだけでなく、授業において「社会的な見方・考え方」をどう働かせ、どのよ

うに「多面的・多角的な考察」を進めていくかを検討し具体化していかなければならないからです。

すでに、本会の有志は『｢公共の扉」をひらく授業事例集』を中心となって編集・出版し、その足掛か

りを示してきました。また、例会などでは、公開授業や実践事例の発表、意見交換等を進め、今後の

公民科教育をリードする役割の一端を担う意気込みをもって活動しています。新規参加者も増え、会

の活動もますます活性化しています。また、令和元年12月には、新教育課程の準備状況、本会の研

究活動への意見等を調査するために、全都立高等学校等の校長及び公民科担当教員を対象にしたアン

ケートを実施しました。アンケート調査にご協力をいただいたすべての皆様にこの場を借りて感謝申

し上げます。アンケート結果と分析については紙幅の都合で次号に譲りますが、この調査からは、 「公

共」や「倫理」の授業内容に対する先生方の想いや本会研究活動の方向性を探ることができました。

また、調査分析の中心となった若手の先生方が、今後の研究活動の具体的な道筋を考えることができ

たことに加え、研究への意欲を高めることができたことも大きな成果であったと思っています。

本会は、これからも公開授業と実践事例の交流を軸としつつ、倫理学、哲学、社会学、宗教学等の

広範な分野の大学教授を招聰した講演を実施するとともに、公民科教員相互の研鎖と交流の場として

の活動を進め、公民科教育のあたらしい時代をリードしていく所存です。

今後とも、本会の研究活動への皆様のご理解と多くの方のご参加をお願いします。
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令和元年度都倫研総会ならびに第一回研究例会

2019 （令和元）年6月15日 （土）

於：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

次第

1．開会

会長東京都立小川高等学校校長山本正2.挨拶

3．記念講演「都倫研への期待」 (13:30-14:30)

帝京大学教授増渕達夫先生

4．総会(14:40～15:10)

(1)平成30年度会務ならびに研究活動報告 資料1

(2)平成30年度決算報告ならびに会計監査報告 資料2

(3)令和元年度役員改選ならびに事務局構成審議 資料3

(4)令和元年度事業計画ならびに研究計画案審議 資料4．5

(5)令和元年度予算案審議 資料6

(6) 「都倫研のこれからを考える委員会」 （仮称）の編成について別紙

5．学術講演 「高校新科目『公共』について－哲学の視点から一」 (15:20-16:50) 別紙

武蔵野大学グローバル学部教授一ノ瀬正樹先生

6．事務連絡・閉会

(1)夏季研究協議会について 資料7

サマー・スクールin都留

7．25 （木) 13:10～都留文科大学 （中央線特急利用で新宿より約90分）
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(資料1）

平成30年度会務報告（案）

1研究成果の刊行

「都倫研紀要」第57集刊行

2都倫研総会ならびに第一回研究例会

日時：平成30年6月30日 （土） 13:30～17:00

会場：東京大学教育学部付属中等教育学校

内容：

(1)記念講演「グローバル化する世界において宗教をどう教えるか」

東京都立大森高等学校（定） 黒須伸之先生

（2）平成30年度総会

(3)学術講演「対話の解釈学」

高千穂大学人間科学部教授齋藤元紀先生

3夏季研究協議会

日時：平成30年8月24日（金） 13:30～17:00

会場：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

内容：

（1）読書会：デカルト『省察』 レポーター：東京都立町田高等学校

（2）主体的・対話的な学習についての研究協議 かえつ有明高校
①哲学対話ワークショップ

②対話を活かした様々な学習方法について

久世哲也先生

古賀裕也先生

4第二回研究例会

日時：平成30年11月20日 （火） 14:20～18:00

会場：東京都立三鷹中等教育学校

内容：

（1）公開授業「カントの義務論」 （第4学年・倫理）

東京都立三鷹中等教育学校石浦昌之先生

(2)授業についての研究協議

（3）講演「カントと幸福の問題－なぜカントは功利主義者ではありえなかったのか」
上智大学文学部教授寺田俊郎先生

5冬季研究協議会

日時：平成30年12月26日（水） 13:30～17:30

会場：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

内容：

（1）読書会：カント『道徳形而上学原論』

レポーター東京都立紅葉川高等学校渡邉

（2）新学習指導要領についての学習会

①新学習指導要領・新科目 「公共」の「公共の扉」の指導事例の研究

「協力するってどんなこと－なぞの宝島一」

東京大学付属中等教育学校村野

「情報化社会を生きる」 都立六本木高校松島

「さまざまな死生観と人生」 都留文科大学教授西尾

安則先生

先生

先生

先生

則
邦
光
美
理
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②講演「新学習指導要領・新科目 「公共」及び「倫理」の方向性について」

文部科学省教科調査官（倫理担当） 澤田浩一先生

6第三回研究例会

日時：平成30年2月4日 （月） 12:50～17:30

会場：国立東京工業高等専門学校

内容：

（1）公開授業「絵本を用いた哲学対話」 （第1学年「現代社会論」 ）

国立東京工業高等専門学校准教授村瀬智之先生

(2)公開授業についての研究協議

(3)学術講演I 「『子どもの哲学』および哲学対話実践の意義とその背景について」

国立東京工業高等専門学校准教授村瀬智之先生

(4)学術講演Ⅱ 「倫理を『教える』ことの困難」

千葉大学名誉教授高橋久一郎先生

調査研究

全国高校生意識調査の分析と中間発表平成30年8月20．21日全公社研大会

東京都立井草高等学校杉浦

東京都立産業技術高等専門学校教授和田

7

光紀先生

倫明先生

「『公共の扉』を開く授業事例集」 (清水書院）の刊行平成30年11月8

－7－



(資料2） 都倫研平成30年度決算.監査報告

総括の部

(単位 :円）

Ej】凸

上記決算報告の通り相違ないことを認めます。

会計監査 町田紳

会計監査黒須伸之

－8－

1 又入 支出 溌 ;額

1,726.406 866,184 860.222

科目 予算 決算 備考
会費 100,000 140.000 個人会員からの会費
研究奨励菅 300,000 300,000 都教育研究奨励費

補助金1 200,000 200,000 卜彦伶¥田日ナ閉止LI淫日+1

補助金2 30,000 30,000 自動車教育振興財団より援助
雑収入 0 143.410 全公朴研調杏曹一書籍宗上一滴I子

繰越金 912，996 912,996

合計 1,542,996 1,726,406

科目 予算 決算 備考
研究大会 諸謝金 250,000 202.000 号藷;吉．塞奉．必1F蝦廻奉皷』全

事務局事業費 会議費 25,000 14,427 貸会議室使用料等

消耗品費 10,000 7,181

役務費 15,000 18,972

旅費 30,000 0

小計 330,000 242,580

研究部費 会議費 25,000 6,399 農 3一琴＝‘
■
ウ
ｂ
、冒用料等

、
、
り
ぴ

■
Ⅱ
■
■
■

ｑ
ｑ
■
４
●鼈品費 20,000 34,160 認 査分； 斤斥 PCソフト

殺
■
１
●
４
，
■
Ｐ
ｂ 濡費 20,000 3,280

一
杵
『

貝査衣閑 凱券

小計 65,000 43,839

広！
型でロ

函凹面ロ

■

凸

国

1島 印刷製Z屍費 300,000 187,920 紀要

会議費 10,000 0

消耗品費 50,000 0

役務書
1

1 35,000 31，845 紀要』若送費用

小計 395,000 219,765
印
字
ｏ
ｆ
庁
ロ ＋ 790,000 506，184

予備費 752,996 360,000 出版買取

|合計 1,542,996 866,184



(資料3）

令和元年度役員・事務局人事

1

稲L

－9－

会長 渡邊範道（南葛飾）

副会長 廣末修（東久留米総合）

常任幹事
大谷いづみ（立命館大）

(東大附属中等） ,

， 本間恒男（多艤） ， 西尾理（都留文科大） ，村野光則

和田倫明（産業技術高専荒川） ， 菅野功治（西）

幹事

石塚健大（芝） , 岡田信昭（小平南）

松島美邦（六本木） ，

，

杉浦光紀（井草）

坂口克彦（豊多摩）

ｿ 久世哲也（町田）

, 伊藤昌彦（杉並） ，

会計監査 坂口克彦（兼任：豊多摩）

事務局長

補佐

菅野功治（西）

和田倫明（産業技術高専） ， 村野光則（東大附属） , 坂口克彦（豊多摩）

研究部

部長 久世哲也（町田）

杉浦光紀（井草） ’ 石浦昌之（三鷹中等） 9 高畑緑（東大和） ， 古賀裕也（かえつ有明）

広報部
部長 松島美邦（六本木）

宇田尚人（足立西） ’ 外側淳久（駒場） ウ 塙枝里子（農業） ， 加藤隆弘（足立新田）

会計 本間恒男（多摩） ， 和田倫明（兼任、産業技術高専） , 伊藤昌彦（杉並）

顧問

岡本武男，増田信，井原茂幸，嶌森敏，山口俊治，勝田泰次，永上犀朗, G. コンプリ，伊藤
駿二郎，菊地尭，杉原安，小川一郎，秋元正明，木村正雄，中村新吉，坂本清治，宮崎宏一，
成瀬功，小川輝之，細谷斉，佐藤勲，大木洋，小嶋孝，海野省治，蛭田政弘，新井徹夫，平沼
千秋，喜多村健二，井上勝，水谷禎憲，辻勇一郎，原田健，平井啓一，新井明， 山口通，葦名
次夫，佐良土茂，多田統一，及川良一，工藤文三，小泉博明，上村肇，黒須伸之,幸田雅夫，
山本正，立石武則,増渕達夫，渡邉安則，町田紳，富塚昇



(資料4）

令和元年度事業計画

｢都倫研紀要」第58集の刊行1 研究成果の刊行

総会・研究例会の開催

総会ならびに第一回令和元年6月15日 （士）

於：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

第2回令和元年11月詳細未定

第3回令和元年2月詳細未定

2

研究協議会の開催

夏季研究協議会

冬季研究協議会

3

「サマー・スクールin都留」令和元年7月25日 （木）於：都留文科大学
令和元年12月詳細未定

調査研究

全国高校生意識調査の分析

調査報告書の作成

4

全国公民科・社会科教育研究会全国研究大会（福岡大会）

「現代社会」 「倫理」に関する分科会での発表

「倫理におけるアクテイブ・ラーニングー主体的・対話的で深い学びへの試み」

5

東京都立町田高等学校久世哲也先生

-10-



(資料5）

令和元年度研究計画

1．研究のテーマ

東京都における高等学校公民科「倫理」 「現代社会」の教員の指導力の向上

2．研究の主な内容

高等学校公民科「倫理」 「現代社会」の指導内容の向上のため、研究授業の公開、研究発表、授業

実践交流、関連分野の学術講演会等を実施し、研究紀要を発行する。

3．研究計画

本年度は新学習指導要領全面実施へ向けた移行期間にあたり、新必修科目『公共』を含めた新しい

公民科教育の教科指導のあり方について関心が一層高まっている。

本研究会は、そのような社会の要請に応えるべく、昨年度公表された新指導要領およびその解説に

ついての理解を深める勉強会を、大学教授と連携する等して、開催している。それに加えて昨年度は

『新科目「公共」 「公共の扉」をひらく授業事例集』を出版し、勉強会の成果や新しい公民科教育のあ

り方の具現化に取り組んだ。

本年度はこの事例集の検証を継続して行うとともに、引き続き、 『公共』の内容として青年期や哲

学・倫理的内容が十分学ばれることの重要性を裏付け、新指導要領が求める理念や授業方法に対応さ

せながら、新たな授業事例を提案していく。併せて、今後、選択科目となる『倫理』についても、新

学習指導要領の分析に基づいて、より充実した授業実践を提案して支えていく。

従来からの研究活動の水準は堅持しつつ、先に述べたような新学習指導要領の分析研究、新必修科

目『公共』の多様な内容や指導方法への対応の工夫、倫理的視点の活かし方、および新選択科目『倫

劉の指導内容の充実などが肝要である。それらを踏まえて、本年度は下記のような体制で研究活動

行うものとする。

(1)研究例会（年3回開催）

公開授業・研究発表・研究協議・講演を行い、授業技術と専門知識の深化を図る。

(2)研究協議会（年2－3回開催）

新学習指導要領をもとに、 『公共』および『倫理』の授業内容や方法を検討する。授業実践報

告･研究発表を行い、指導方法と指導内容についての研究協議を行う。倫理分野を主とする入門書・

研究書の輪読を通じて指導内容に関する知見を深める。特に本年度の夏季研究協議会は、 「サマー・

スクールin都留」と題して、これまでとは異なる環境で、大学における教員養成を考える取組みを

実施する。

(3)高校生意識調査の振り返り

昨年度全公社研として実施した全国調査結果について、報告書を踏まえ振り返る。

(4) 『新科目 「公共」 「公共の扉」をひらく授業事例集』

昨年度出版した本書の掲載事例について、様々な学校への水平展開の可否含め検証を継続する。

(5)全国組織、他教育研究団体との交流

今後の研究活動の充実を図り、研究団体としての社会への発信力を高めるためにも、関連教育

研究団体・学会との意思疎通を密にし、交流を深める。 以上
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令和元年度都倫研総会ならびに第一回研究例会【記念講演】

都倫研への期待

帝京大学教育学部教授増渕達夫

Oはじめに

ただいま御紹介いただきました、帝京大学の増渕でございます。

久しぶりに､本当に久しぶりに都倫研の会合に参加させていただき

ますも私が都倫研の会合に参加した最後は、平成10年3月の分科会

での問題解決学習の取組に関する発表だったと記憶しています｡その

後、東京都教育委員会の指導主事になり、今年の3月に退職するまで

の約20年間、教育課程の適正な実施や改善､児童・生徒の健全育成推進上の課題への対応、教員研修

の改善・充実や服務規律の徹底など、東京都教育委員会の施策の立案・実施に関する業務を担当して

きました。また、この業務に伴い、都議会や教育委員会、マスコミ等への対応に関する仕事もしてき

ました。したがって、都倫研の研究活動からはすっかり離れていました。

山本会長から､総会の際に講演をしてほしいと、依頼されました｡20年も離れていましたので、日々

生徒たちに向き合いながら公民科の授業と研究活動に取り組んでおられる先生方を相手に「講演」な

どできないと思いました。しかし、会長から繰り返しの依頼を受けました。また、お世話になった先

生方に、何の御挨拶もしないままに都倫研を去ることになると考えると、その先生たちの顔が脳裏を

かすめました。私を育ててくれた都倫研に対して感謝したいという気持ちで、大変借越であることを

承知の上で、お引き受けすることにしました。事務局からいただいた御案内に「記念講演」とあるの

には、少々戸惑っていますが、こうした思いを抱きながら、本日の会場に参りました。過去を振り返

るような話も少なくないと思いますが、御容赦願います。

1 私を育ててくれた都倫研の思い出

私は､昭和57年に都立片倉高校の教員として採用されました。この年は､都立高校の入学者選抜が

学校群からグループ選抜に変更され、昭和53年に告示された学習指導要領が学年進行で実施され始

めた年です。私が着任した片倉高校は、 100人以上の二次募集を行い、指導体制の再構築が求められ

る状況でした。

初任者の私は、授業も、生徒指導も、分掌業務も、部活動指導も、何もかもうまくいかず、あっと

いう間に自信を喪失してしまいました。当時は、都教育委員会が行う新規採用教員研修はありました

が、あくまでも任意参加であり、是非勤務校の同僚以外の人たちの話を聞きたいという思いをもって

いました。もっとはっきり言うと、機会があれば学校から逃げ出したい、という思いもありました。
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10月だったと思いますが、都倫研の例会の案内状のはがきを見て、教頭先生に相談し、参加するこ

とにしました。会場は江北高校､公開授業は及川良一先生の「現代社会」の授業でした。この授業は、

「レモンをお金にかえる法」という漫画を使った経済的分野の授業でした。事務局長は、当時三田高

校に勤務されていた海野省治先生でした。誘われるがままに、例会後の懇親会にも参加しました。と

てもオープンな雰囲気があり、気後れすることなく参加したように記憶しています。

これをきっかけに、分科会への参加をはじめ、いろいろな仕事も回していただきました。当時は、

全国組織である全倫研もありましたので、その案内状の発送作業や受付などの仕事もさせていただき

ました。こうした事務作業をしながら、授業のこと、生徒のこと等についての情報交換は、極めて貴

重なものでした。

特に印象に残っているのが､昭和62年に三田高校で行われた全倫研秋季大会です｡全倫研の秋季大

会は、都倫研の第三回の例会としても位置付けられていたのですが、ちょうど、教育課程審議会での

審議内容が新聞記事として掲載され、当時の事務局が資料を作成して参加者に配布しました。現場の

教員が学習指導要領の改訂に、どのようなスタンスで関与するのか、 ということを直接目の当たりに

しました。

平成元年4月に、都立千歳高校（現芦花高校）に異動しました。片倉高校では、採用2年目から担

任をもち、その学年を卒業させると教員としての自信も芽生えてきました。懐の深い校長に恵まれ、

教育課程や学校行事の見直し、対外的な対応など学校経営の重要な仕事も任せてもらい、学校のこと

は分かったような気になっていました。ところが、そのやり方は、千歳高校ではほとんど通用しない

ことが分かりました。しかし一方で、学校は変わっても、 目の前に生徒がいて、その生徒たちに授業

をすることは高校教師の普遍的な職務であるという、当たり前のことは強く自覚できました。

そこで、改めて都倫研で勉強することの必要性を痛感し、事務局業務など可能な限り積極的に関与

するようにしました。千歳高校では、都教育委員会や他の研究団体等からの依頼もあり、毎年のよう

に公開授業に基づいた研究協議を行いました。公開授業を行うに当たっては、 自分なりに納得のいく

まで教材研究をすると共に、様々な指導方法を考え、先生方に見ていただきました。研究協議は、授

業者として課題と感じていることや授業での取組を問題提起のような形でお話しし、御意見をいただ

きました。 とても楽しく、教員としての成長に、大変意味のある仕事だったと思っています。

平成4年11月には、全倫研秋季大会を、千歳高校で行っていただきました。 「現代社会」でブッダ

の教えについて、私が担任をするクラスで公開授業を行いました。全倫研大会の公開授業では、参加

者の方から、様々な御意見をいただきました。書面で、御自身の実践を踏まえて、私の授業の課題を

指摘してくれた方もいらっしやいました。

平成7年度と8年度に事務局長を拝命しました。この2年間は、綱渡りのような毎日で、気持ちに

も余裕はありませんでした｡学習指導要領の改訂の動きへの対応や都倫研･全倫研の研究成果の普及、
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事務局組織の充実など、様々な課題もありましたが、都倫研の意義や事務局運営について次のような

ことを私自身の基本的な考えとして、その職務を務めさせていただきました。

それは、

学校によって、教育目標や生徒の状況、課題は異なることから、生徒の実態に応じた授業改善を図

るためには校内での授業研究や研修が不可欠である。しかし、各教科・科目の目標を達成するための

教材や指導方法の開発等については、同じ科目を専門とする教員が一人程度しか配置されない「現代

社会｣、 「倫理｣、 「政治・経済」の教員にとっては、学校内だけの研究には限界があること

専門を同じくする他校の教員との研究は､教科指導に関する知識･理解･技能の向上にとどまらず、

生徒指導や校務分掌業務の見直し、教員としての生き方の探究など、極めて意義があること

都倫研は、生徒の実態を踏まえた公民科「現代社会」 「倫理」の指導について実践的な研究を行う掛

け替えのない組織であり、この組織を育んできた諸先輩の思いを受け止め、研究会に関わる様々な方

と十分な相談を行い、会の発展のために、将来を見据えて、必要な組織改善を行うこと

です。

研究活動の充実や参加者の拡大・育成などにどこまで結び付けることができたか分かりませんが、

事務局長の経験は、個人的には極めて学ぶことの多い、大変充実した2年間でした。

2私が考える都倫研の実績

都倫研は、昭和37年に創設されて以来、 「倫理・社会」や「現代社会｣、 「倫理」の教材開発などに、

大きな実績を挙げてきたことは、皆さん御承知の通りです。中央教育審議会や、かつての教育課程審

議会等の答申、学習指導要領等を十分研究し、様々な観点から議論を重ね、その趣旨に正対して研究

活動を推進してきました｡学習指導要領に示された内容の教材化などについて､公開授業や研究協議、

分科会活動を積み重ねて、各学校での実践に裏付けられた研究を行い、その成果を紀要や出版物など

を通して都内の学校だけにとどまらず、全国に普及してきました。また、会員によっては教科書の執

筆等を通して、生徒の視点に立った教材作りの指導的な役割を果たしてきました。

「倫理・社会」や「現代社会｣、 「倫理」は、他の教科・科目に比べて、その内容や教育課程上の位

置付けが大きく変化してきました。それだけに、この教科・科目が担う役割とその具体的な在り方に

ついては、高校教育の現場の実践に裏付けられた提言、将来の高校教育の方向性などを踏まえた提言

などができる人材が必要です。そして、都倫研は、こうした任を担う人材を輩出し、単に教科・科目

の枠にとどまらず、高等学校教育全体についての提言を行ってきたと思っています。
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私が事務局長だった平成8年度にも、組織としては全倫研ですが、実質的には都倫研の中に教育課

程検討委員会を設置し、何回か検討のための会合をもった上で、 11月に「高等学校の道徳教育の一層

の充実についての要望｣を当時の文部省等に提出しました。この要望が､学習指導要領の改訂作業に、

どこまで影響を与えることができたのかについては分かりませんが、研究会として高等学校教育にお

ける道徳教育の在り方を議論し、それを対外的に明らかにすることは、研究会としての活性化には確

実につながったものと考えています。

3学校の教員によって構成される研究団体の意義

私は平成ll年度から東京都教育委員会の指導主事として勤務することになりました。御承知のよ

うに、指導主事の職務は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指

導に関する事務を行います。

私は、高等学校の地理歴史科・公民科の指導主事として任用されましたが、実際には、小学校、中

学校も含め、国語や算数・数学、家庭科、道徳など、様々な教科等に関する仕事をしてきました。各

校種においても、教科等の研究会があります｡例えば、最初に勤務した教育庁三宅出張所管内では、

「三宅島教育研究会」 という組織があり、各教科等の研究活動を行っていました。

こうした教科等の研究会では、専門を同じくする教員が、学習指導要領を踏まえながらも、児童・

生徒の実態や学校の状況などに基づいて指導方法や教材開発等の研究・実践を積み重ね、その成果

を広く公開して共有しています。また、教員同士が指導案や実際の授業を見ながら、よりよい授業

の在り方をめぐって、真剣に議論を重ね、切嵯琢磨し合う関係が構築されています。

独立行政法人教職員支援機構や東京都教職員研修センターでは、各教科等の専門的な内容の研修プ

ログラムを用意しています。また、学校教育法において指導教諭が位置付けられ、東京都教育委員会

は平成25年度から、高い専門性と優れた教科指導力を持つ教員を指導教諭として任用する制度を導

入し、模範授業などを通じて、教科指導の在り方等について、 自校だけでなく他校にも普及させる取

組を行っています。

こうした行政の取組は、教員の指導力を向上させる枠組みとしての意義はありますが、高等学校教

育の全体像も傭鰍しながら教科等の専門性に根ざした多面的かつ継続的な研究と人材育成などについ

ては、教科等の研究会が担う役割がますます重要になっていると思います。

とはいえ、研究会は任意団体ですので、教員がその存在を知り、参加の意義を感じ、学校の仕事等

を調整しながら主体的に取り組むことができるような環境作りが大きな課題であることは、誰もが感

じていることだと思います。 「これをやれば大丈夫」という特効薬はなく、その時々に応じた様々な対

策を実行するしかないというのが、正直なところだと思います。
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教育課程の改訂期は、多くの教員が、指導要領の趣旨を踏まえた新たな取組を模索している時期で

あり、研究団体の存在価値を高め、その活性化を図る絶好の機会です。ぜひ現役の会員の皆さんに

は、様々な方の意見や経験も生かしながら、都倫研がその使命を果たし、 さらに発展できるよう、

知恵を出し合い、新たな都倫研を創り上げていってほしいと思います。

4平成30年に告示された学習指導要領への対応等

平成28年12月に出された中央教育審議会の答申の中で、公民科教育・社会科教育の課題が指摘さ

れています。中教審の指摘は二点です。

第一に、主体的に社会の形成に参画しようとする態度や、資料から読み取った情報を基にして社会

的事象の特色・意味などについて比較したり関連付けたり多面的・多角的に考察したりして表現する

力の育成が不十分であることです。

第二に、課題を追究したり解決したりする活動を取り入れた授業が十分に行われていないことです。

この指摘を、皆さんはどのように受け止めたのでしょうか。全国の教育委員会や学校から集めたデ

ータに基づく分析の結果ですから、重く受け止める必要があると思いますが、私は個人的には多少の

違和感を覚えたというのが正直なところです。中教審での議論は、高等学校に限定したものではあり

ませんが、少なくとも都倫研は、こうした取組を推進してきたはずで、 「不十分」だとか「十分に行わ

れていない」 という指摘に大変違和感を覚えたのです。 しかし、具体的で客観的な証拠やデータを示

して反論する材料が私にはありません。都倫研には、反論する客観的で具体的なデータにつながるも

のはあるのではないかと思います。ぜひ、それらのデータを、効果的な方法で示し、会の取組、ひい

ては公民科の教員の取組を発信していただきたいと思います。

2018 （平成30）年3月に、次期の高等学校学習指導要領が告示され、 2022 （令和4）年から学年進

行で実施されます。都倫研の現状や今後の在り方などを踏まえ、取り組むべきことを明確にして計画

的に研究活動を推進することが必要です。

今回の改訂の中心の一つは､学ぶことと社会とのつながりを意識し、 「何を教えるか｣という知識の

質・量の改善に加え、 「どのように学ぶか」という、学びの質や深まりを重視することであり、学びの

成果として「どのような力が身に付いたか」という視点が重要であるということです。そして、この

ことを各教科等が個別に行うのではなく、各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標

を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列するカリキュラ

ム・マネジメントが不可欠であるということです。

そのため、都教育委員会は、育成すべき資質・能力を明確にして、その育成のための指導方法の工

夫・改善ができるよう、全ての都立高校にグランドデザインの検討をお願いしています。各学校の教

育理念を徹底的に議論し、全教員で共有したうえで、新しい教育課程の編成ができるようにしていま
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す。

また、道徳教育について、各学校においては，全体計画を作成し，校長の方針の下に，道徳教育の

推進を主に担当する者を中心にして，全教員が協力して取り組むことが求められています。さらに、

全体計画の作成に当たっては，生徒や学校の実態に応じ，指導の方針や重点，各教科・科目等との関

係を明らかにするとともに，公民科の「公共」及び「倫理」並びに特別活動が，人間としての在り方

生き方に関する中核的な指導の場面であることに配慮することと明記されています。

従前も、学習指導要領の解説には同趣旨の記述がありましたが、学習指導要領そのものに、公民科

や特別活動が人間としての在り方生き方に関する中核的な指導の場面であるのと記述はありませんで

した。高等学校の教育課程全体の中で、公民科の「公共」 「倫理」が果たすべき役割が期待されている

ということであり、都倫研はその期待に応える責務があるのではないかと思います。

加えて、都立高校では、人間としての在り方生き方に関する必履修教科として「人間と社会」が設

置されています。 「人間と社会」と公民科の「公共」や「倫理」の果たすべき役割、特別活動の果たす

べき役割など、高等学校の教育課程における「人間としての在り方生き方」に関する教育の全体像を

明確にする必要があります。

こうした要請に対して各学校はどう応えるかが問われています。公民科の教員は各学校がこの要請

に応えることができるようにするために主体的に動くことが求められると思います。例えば、 「中核

的」とは､具体的にどうすればその役割を果たすことになるのか､教育課程の編成や指導計画の作成、

実際の指導と生徒の成長、保護者等からの評価などで、明らかにする必要があります。

学習指導要領は、一般化された行政文書です。各学校や教員には、この行政文書を踏まえて、生徒

の状況、教育資源等に基づいて、生徒の成長につながる教育課程を編成する責務があります。講演会

や研修会などを見ると 「社会に開かれた教育課程」や「主体的、対話的で深い学び」などのキーワー

ドが飛び交うのみで、今回の指導要領の理念・趣旨を正しく受け止め切れていないのではないかと思

うことがありますb都倫研で学ぶ先生方には、各学校での取組の中心になって校内をまとめるととも

に、公民科の教員間の意見交換や情報交換を行いながら、現場に根ざした研究と実践を推進していた

だくことを期待しています。

5 2030年以降を見据えた研究会活動（現場からの的確な発信力）

都倫研には、都立高校の公民科の先生方をリードする役割があります。その役割を踏まえて、少し

先を見通したことも申し添えたいと思います。

今回の学習指導要領改訂は、 2014(平成26)年に文部科学大臣の中教審への諮問、 2015 (平成27)

年に論点整理、2016（平成28）年に中教審答申、 2017 (平成29)年に小・中学校、 2018(平成30)年
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に高等学校学習指導要領の改訂というタイムスケジュールでした。これと同じペースであると仮定す

ると、 2024（令和6）年には、次期改訂に向けて、文部科学大臣が中央教育審議会に諮問し、 2026年

に答申を受け、 2028年高等学校学習指導要領が改訂される、 となります。

今般告示された学習指導要領については、教員の働き方改革との関連から、特に小学校の在り方に

関する議論があり、文部科学省においても、今年の4月に義務教育と高等学校教育の在り方などを柱

として中教審に諮問しています。また、 教育再生実行会議においても高校改革の在り方が議論され

ています。

こうした動きを見ると、この次の学習指導要領改訂の下地作りが開始されているのではないかとも

思えます。しかし、少なくとも私が知る限りでは、これらの議論の中で、高等学校教育における「人

間としての在り方生き方」に関する教育について検討されているという情報はありません。

これからの学校教育においては､科学技術の急速な発展に伴うSociety5.0の到来など､社会の急激

な変化に主体的に対応できる人材育成が不可欠であり、教育の不易な使命として、 「人間としての在り

方生き方」に関する教育の具体的な進め方等については、高等学校教育の今後の在り方の検討の基盤

に置かれるべきではないかと思います。

都倫研が、この議論に参画できるのかどうか分かりませんが、具体的に参画できるようにするため

の研究と実践を重ね、その取組を効果的な方法で発信することが必要なのではないかと思います。つ

まり、 2022年の新学習指導要領実施までに取り組むべきことを確実に行い2023年に実際に授業を行

い、その成果と課題を客観的に明確にすることです。そして、今後の活動計画について、進行管理を

行って、会としての研究の蓄積を計画的に行う必要があります。

その際、公民科「公共」 「倫理」の内容はもとより、特別活動、総合的な探究の時間、 「人間と社会」

など、高等学校の教育課程全般を見通すと共に、教員養成や研修の在り方なども視野に入れた研究を

行った上で提言できると、対外的に説得力をもつと思います。

学習指導要領を作成することなどの業務を行う教育行政は、様々な思いが絡みながら施策を構築し

ていますが、現場の声は極めて重要です。東京都内で、高等学校教育における「人間としての在り方

生き方」に関して、正面から取り組んでいる現場の教員組織は、私が知る限りでは都倫研のみです。

今後の活動の一層の充実に向けて、会長を中心として現役のメンバーが一体となって、主体的に取

り組んでいただくことを期待して､私からの話を締めさせていただきます。ありがとうございました。

(都倫研広報部注）

この文章は増渕先生ご本人よりいただきまして、都倫研広報部にて一部編集させていただきました。
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【学術講演】

高校新科目 「公共」について－哲学の視点から－

東京大学名誉教授・武蔵野大学グローバル学部朝受 一ノ瀬正樹

私は因果論やパーソン概念などを主題にした研究をして

いる。高等学校公民科目に関する研究実績も実践経験もな

いが、文部科学省中央教育審議会・初等中等教育分科会で

「公共」の検討委員会のメンバーに指名され、考える道徳

への転換に向けたワーキンググループの主査を務めるなど

の履歴もあって、岩波書店『思想』2019年3月号に論文、

『高校新科目「公共」についての哲学的覚え書き』を寄稿

した。その履歴や、和田先生、菅野先生とのご縁もあっ

て、この場に呼ばれたと思っている。

上記の委員会における私の役目は、具体的な中身に関わ上記の委員会における私の役目は、具体的な中身に関わ

一
Ｆ

隆

る提言ではなく、むしろ、学術的な部分で

のチェックにあったようだったが、中身を知る立場にあり、おのずと思うところはあったので、上掲

書に沿いつつ、思うところを話したい。

哲学を教育するということ（哲学は役に立たないのか？）

近年では､''p4c" (philosophyforchildren) 「哲学対話」などと翻訳される取り組みも見られ、

哲学に関わる教育は大学のみならず、低年齢の児童・生徒にまで及んでいる。p4cを推進し、研究す

る者もいる。その一方で、そもそも大学の哲学教育が何のためにあるのか、必要なのか、という問い

は、難しい問いである。ましてや、 「人は死んだらどこに行くのか」や「時間とか何か」といった問

いが、児童・生徒の発達にどのような影響をもたらすのか、検証すること、エビデンスをもって説明

することは、なおさら難しい。

哲学を三つに区分してとらえるという考え方がある。一つは形而上学、次に認識論、もう一つとし

て倫理学が取り上げられる。

私は大学の授業の最初で、哲学は役に立たないと思っているとしたら、その印象はある一面にお

いて正しい、と話すもなぜなら、形而上学、具体的には、時間とは何か、死とは何か、 といった問い

は、一生考えることがなくても、問題は発生しないから。たとえば、 「昨日」は存在したことは証明

できるか、我々が「未」だ「来」ない未来を知り、約束を交わすのはなぜか、といった問いが、取り

上げられる。死もそれと同様だ。たしかに、例えば肉食は三人称の死を経験しているということであ

るが、一人称の死、すなわち「私の死」は、まさしく直接的な経験、physicsを超えたmeta-

physics、形而上学の対象といえる。

認識論は、歴史的知識の真理性など、多少は社会的効用を持つと考えられる。もっとも、歴史的知

識は、正確な証明を介してはじめて真理と言える。それでは、現代において誰がフランス革命を実際

に見聞きしたか。誰もいないとすれば、現代に残されている証明がどこまで信用できるのか。そこ
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で、知識そのものはもとより、その確率、信頼性、真理であるか否かが問われる。けれども、これ

は、哲学の専売特許ではない。認知科学や認知心理学と重複する領域だ。

善・悪や正・不正、美・醜などを対象とする倫理学はどうか。規範倫理、メタ倫理、応用倫理など

と区分できるが、その中でも応用倫理の問題圏は、まさしく哲学を必要としているのではない力も例

えば、ゲノム編集の問題はどうか。ゲノム編集が済んだ子ども達もまた人権を持ち、その子ども達の

子孫が人類に占める割合が増えていくと、人類に何が起こるのか。それは誰にも分からない。だから

といってその子ども達に、子を持つななどと言えるのか。その他にも我々は、死刑の是非、地球温暖

化など、実に様々な問題を考えなければならない。特に地球温暖化が進めば、我々は現代と同じ生活

を送れなくなる。まさしく我々の命に関わる問題だ。私は学生に対して、最終的には、これらの問題

を考える上で哲学に役に立つと話している。

「公共」新設への典型的な疑問

「公共」の三部構成のうち、 「A公共の扉」には10時間から15時間程度、 「B自立した主体とし

てよりよい社会の形成に参画する私たち」には40時間から50時間程度、 「C持続可能な社会づくり

の主体となる私たち」には10時間程度を割り当てることが、考えられている。これらの中で、哲

学･倫理が主として関わるのはAの時間、 「現代社会」 ともっとも重複が大きいと思われるのはBの時

間、いわゆるアクティブ・ラーニングが実施しやすいと思われるのがcの時間であろうと思われる。

「公共」の案には、さまざまな質問が寄せられた。その中には、 「公共」 とは、戦前の「修身」の

復活ではないか、 といった声もあった。 しかし、 「公共」では、生徒自身に考えさせることが強調さ

れている。特に「c」が思考中心の内容である。もっとも、 「修身」も変遷があった。戦中においては

いわゆる皇国史観に基づく強化の内容が作られていたが、明治初期のいわゆる「徳育論争」において

は、 リベラルな意見もあったのだ。

なお、 「C」においては、持続可能な社会をつくる主体とは何か、 という問いが示された。その前提

として、人口減社会が想定されている。

また、 「現代社会」 と何が違うのか、 といった質問も寄せられた。 「公共」は、もともと 「現代社

会」の代替として提案されたものではなく、 「現代社会」 とは無関係に、 18歳から政治に参加するこ

とを見越して、主権者教育として提案されたものと考えられる。当初は、 「現代社会」を廃止するこ

とは既定路線ではなかった。もう一つ、違うことは、一律に必履修となったことだ。これは画期的な

ことだ。短い時間とはいえ、すべての高校生が哲学･倫理に等しい仕方で必ず触れることになった、

ということだ。

また、 「現代社会」よりも、かなり明確なものとなっている事柄もある。たとえば、領土問題につ

いては、 日本が領土について、歴史的に、国際的な文脈で、どのような主張をしてきたか、その事実

をしっかり伝えるものとなっている。そのような歴史的事実の知識なしでは、グローバル化した国際

政治状況に対応できない、 という考え方があると思われる。 しかし、このことは、 自分自身で思考す

ることを求める「公共」のあり方と背反しない。 日本の主張の歴史的積み重ねをまず事実としておさ

え、その上で、そもそも領土とは何か、領有権とは何か、 といった問いと思考を積み重ねる、 という

方向性が前提にある。陸を制するヒト以外の生物に権利はないのか、人為的に設けられた領土が何を

意味するのか、 といったことまで考えることが、その延長線上にある。この問いと思考の積み重ね

は、北極の海底、南極、地球以外の天体を領士として扱うケースにまで及ぶだろう。
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憲法については、中学における学習を前提としており、憲法そのものというよりも、憲法に表され

ている基本的発想に学習の主題が置かれる、 という姿勢が現れている。それは、憲法が改正されても

対応できるものとして、考えられているということでもある。またそれは、憲法に表されている基本

的着想それ自体にも主体的思考を求めていくということであり､ ｢公共｣の基本着想に立脚してい

る。たとえば、 「人権とは何か」 「自由とは何か」 という問いが、生徒から提起されてもよい、むしろ

そのような問いを期待するものであり、まさしく、哲学・倫理の出番である。

たとえば、 「基本的人権」 という概念は、理解することも実践することも、案外難しい。その英訳

にあたる"humanrights"はキリスト教をその起源とするものだが、現代の人権概念はジョン・ロッ

クの労働所有権論に起源するものである。すなわち、人権は、原理的には当人の努力の結果として認

められるものであって、 したがって「人権がある」というときの「ある」は「水素原子がある」のよ

うに物理的、客観的な存在を意味する「ある」とは異なる。箱根駅伝の「シード権」のように、はじ

めからあるものではなく、もともとの意味としては、努力して猶得するしかないものなのである。権

利概念の原型として、このような問いかけを、高校生に示してほしいと私は願っている。

また、 「いのちは大切｣という理念は正しい、 といっても、実際にはどこでも認められているとは言

い切れないのではない力も医療におけるトリアージは、その具体例として取り上げられるだろう。 ト

リアージにおいては、緑のタグを置かれた比較的軽傷の傷病者と、黒のタグが置かれた生存を見込み

難い傷病者には、医療サービスは提供されない。その判断を医者が即時に行う。現場の緊急的立場と

事後的な見方とは本質的に異なることは十分に考慮に入れなければならないが、どうしても、その判

断が果たして本当に的確だったのかといった疑問が亡くなった方の遺族から出てしまいうることは避

けられない。

それに私たちは動物のいのちを大切にしていると言えるだろうか。 私たちは屠殺する。動物のい

のちを大切にしていないということは自明である。鳥インフルエンザの処置の様子を動画で見て驚樗

した。生きたまま士に埋めているではない力もしかも、その現場に日本人はあまりいない。外国の

方々が作業に当たっている。私たちが「いのちを大切に」 と言っていることには欺啼がある。倫理

について学ぶ以上、そのことに思いを致さねばならない。

自由とは何か。難問である。今私たちは基準を満たしていない火力発電を再稼働させている。私た

ちは自由に発電を続けている。それは自由に使っていいのだろうか。石油や石炭は有限である。原子

力発電で用いる資源も有限である。まことに、 自由はとても難しい概念である。その上、 自由はコン

フリクトを含む。例えば、表現の自由と人間の尊厳を守る自由。 SNS上で他人を批判することを例と

して考えれば、想像できるだろうか。

「公共」について研究者として感じたこと

多々あるのだが、 時間が限られているので、主なものだけをあげたい。

（1）学習指導要領「A公共の扉」の(イ)にある表現について

非常に気になっていて、なんとかならないだろうか、 という趣旨の発言を委員会にて何度もして

きたが、どこまで私の懸念が理解してもらえたのかもわからず、妙案がなかった。将来的に改善がな

されることを期待したい。

私が問題に感じたのは、

「人間は、個人として相互に尊重されるべき存在であるとともに、対話を通して互いの様々な立
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場を理解し高め合うことのできる社会的な存在であること」

という表現である。

何が問題か？ この表現を、

「人間とは、様々な立場を理解できる存在である」 （以下、m文と呼ぶ)と縮約した上で、論理的に

考えてみると、

Hx: ｢xは人間である」

ux: ｢xは様々な立場を理解できる」 とおくと、

Vx(Hx→ux)、 と表現できる。

このm文は、その対偶と等価である。

Vx(､ux→三Hx)

すなわち、

「様々な立場を理解できる存在でないものは、人間ではない」 (m*文と呼ぶ）

と認めることになるのである。

実際、 指導要領の上の文を読んで、 In*文の内容を受け取る生徒もいるはずである。

しかし、 m*文はかなり重大なメッセージになってしまうのではないか。 「様々な立場を理解するこ

のできる存在でないもの｣、つまり、 「様々な立場を理解できない存在者」は、実は、人間の中に多々

実在するのではない瓶たとえば、生まれたばかりの乳幼児や、認知症などで騨革力を失った高齢

者、その他の健康な成人に見える方々の中にも存在しうるだろう。こうした方々を「人間ではない」

とする暗黙のメッセージを伝えてしまう可能性が、先の表現にはある。 しかし、これは、道徳的に問

題含みのメッセージであろう。健常者でなければ人間ではないといった、優生思想への暗黙的誘導を

含んでいるのではないか、 と私は思うのだb

私は、正直に申し上げると、すべての人々の心から優生思想のすべてを消し去ることはできないだ

ろうと思っている。妊娠した女性が、元気な赤ちやんを産みたいと思うことは、ごく自然なことであ

る。しかし、この時点ですでに優生思想がかすかながらも含まれているのはないか。健康でない赤ち

やんであれば要らない、 ということを含みかねない。アイスランドの女性が妊娠して、体内の胎児が

ダウン症と診断された際は、ほぼ100%、堕胎している。現在のアイスランドは、国を挙げて優生思

想に基づく動きを選んでいるということだ。それでは、障害を持つ人がいない方が、良い社会なのだ

ろうか。

さらに、そのような乳幼児や重度の認知症の方々などの存在者は、動物倫理で論じられる、 「マー

ジナル･ケース」に該当する。そこで提起される「マージナルケースの問題」 とは次のような問いで

ある。すなわち、 「動物には理性的能力がないのだから、道徳的配慮を与える必要がない」 という主

張を認めると、 「マージナル･ケース」の人々にも理性的能力が健常な大人と同じようには認められな

いのだから､、そうした人々には、犬を鎖で繋ぐかの如く、道徳的配慮を加える必要がない、 という

議論になってしまうが、それでよいのか、 という問いかけである。それにもかかわらず、動物には道

徳的配慮が必要ないと主張し続けるためには、結局、端的に「動物と人間は違う」 と断定するしか論

拠がない。 しかしそうなると、それは「種差別」ではないか、 という反論も降りかかる。

人類の歴史の中で、人種差別や女性差別などが問題として取り上げられてきた。今後何百年後にな

るかはわからないが、動物差別の問題が取り上げられる時が来るかもしれない。現状、多くの国では

動物の生体解剖は行われていない。 とりわけ西洋では、犬猫などの殺処分数も減少している。それに
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対して、 日本では、保健所での殺処分の数は依然として多い。 ときどき、 日本人は残虐だと評価され

ることがあるが、そしてそれは戦争時の日本軍の捕虜に対する扱い方などのゆえであろうが、 日本人

の動物に対する向かい方にも一因があるようにも思われる。

動物倫理は、生命倫理と環境倫理をつなぐ扇の要と位置づけられる。その上で、この「マージナ

ル･ケース」の問題をどう扱うかは倫理学的議論の試金石になると言える。

その意味においても、 m*文は、ひいてはそれを含意しうる、文は、慎重な扱いを要する。

私自身は、 「人間は様々な立場を理解し互いに高め合えるようになることを一つのありうる理想と

する社会的存在である｣、 と解説中に記せばよいのではないか、 と提案している。この表現によっ

て、学術的な問題はクリアされるのであるから、この提案が採用されることを私としては切に願って

いる。現場の先生方はこの話題について、どう教えるのだろうか。私は関心を持っている。

健常者中心主義というのは、 さまざまな倫理的問題に顔を出す。生殖医療についての倫理的問題に

おいても、それは同様である。卵子の提供、代理母、ゲノム編集による無精子症治療の可能性は、人

間が「いのち」をつくってもいいのか？という問いを提起する。人間の精子が卵管を通って男子に

たどり着くまでにはいわば競争、選別を経ている。現在では、顕微鏡を用いて人工的に受精をもたら

すことが可能だが、果たしてそれは適切なのだろうか。不妊に悩む当事者からすれば、治療の可能性

があれば藁にもすがりたい。不自然に見えるような不妊治療は駄目だという主張もまた健常者中心主

義とは言えないだろう力も加えて、不自然だと見なされがちの不妊治療を日本で禁止するという施策

は、おのずと、治療の可能性を求めて海外に出る、ツーリズムの助長をもたらしてしまう。それは結

局、人々に大きな負荷を与えていることにならないか。不自然な不妊治療は駄目だとする方々は善意

で、あるいは道徳的正義としてそう主張しているのであろうが、 「地獄への道は善意で敷き詰められ

ている」 というようになっている恐れはないだろうか。

（2）指導要領に言及されている「思考実験」について

思考実験の典型例として、いわゆる「トロリー問題」が取り上げられる。しかし、この問題は「人

間の死」を含む問題であり、高校教育の現場では扱いにくいという意見がたびたび出される。 リアリ

テイがありすぎるのではないか、 という指摘がある。それと同様の観点で、安楽死などの生命倫理的

な問題も、 「死」を扱うがゆえに、取り上げにくいともされている。 この点について、私自身、 「死

生学プロジェクト」に関わっていた経歴があることもあり、いささか疑問に思っている。

1950年代から60年代くらいまでは、学校の教育現場で「動物の屠殺」を実際に行うなどの教育も

行われていたが、保護者の反対などで行われなくなった。

「死」は概してタブー視されてきた。 しかし、 「死のタブー視」が弊害を生んでいる面も無視でき

ない。人間や生物の「いのち」に対する実感が薄くなり、 「死すべき存在」という生き物の在り方へ

の理解が育ちにくくなっているのではないか。たとえば、一部の外国では牛や豚の死体が市場で吊る

されている。死体と肉によって死が表象されている。 日本では、そのような実感を覚える機会が奪わ

れていないか。

さらに、殺數を含むゲームの流行、戦争のコンピュータ化、などとも相まって、 「死」 という事象

のリアリテイが一層感じられにくくなっている、 と思われる。もしかしたら、それらによって、若者

が自殺を選ぶことの垣根が低くなっているということはないだろう力も

いずれにせよ、 「公共」の内容の中に、 ″DeathEducation″を明示的に盛り込んでもよいのではな
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かろうか。人、そして生きとし生けるものは、すべて「死すべきもの」 (mortal)であるという自覚

は、私たちの学問そして人生の基本であろう。死は、すなわち一人称的な死は、経験されえない以

上、形而上学的な問題であるとも考えられる一方で、きわめて実際的な問題でもある。どんなに若く

てもいずれは死ぬ、 ということを理解する必要がある。 ″mementomori"や『葉隠』の「常住死身」に

も通じることである。そのことを扱う際に保護者の反対があっても、むしろ保護者を説得しなければ

ならないのではない力も

健常者中心主義についても触れたように、生死にかかわる生命倫理一般への目線の育成もあるべき

ではない力もその育成を目標の一つとして公的に明示すべきではないか。私はそう希望している。

このことは、性教育をどう取り込むかという問題とも関わるかもしれない。医療に関わる人でも、

人工授精と体外受精の違いを知らない人がいることは、私には衝撃だった。それはとても良くないこ

とだと思う。生殖医療の急速な進展に伴い、今後は、多様な形で誕生してきた人々が構成する社会が

現出することは必定である。生殖医療の倫理的是非を問う目線もあるべきだが、現に、そのように多

様な形で誕生してきた同胞が既にいるという事実のもとで、互いに尊重し共生していく、 という態度

の育成も必要である。たとえば、ゲノム編集によって人が生まれた場合、その人の尊厳を考慮する必

要が生じる。先にも触れたが、その人に、妊娠するな、 といった抑圧はかけてはならないだろう。

いずれにせよ、人間は、一度手にした技術は、なかったことにはできない。 リアリズムの観点も

必要である。

（3）義務論と功利主義のコントラストは自明だろうか？

いわゆる義務論が好きという人は多いが、カントの義務論と呼ばれる議論は道徳的に正しいことを

示す形式を展開したにすぎない。その具体的内容は不明である。さらに、義務論的思考というのは、

結果はどうであれ、 ともかくこれが正しい為すべき義務だ、 ということで行動を導くことを志向する

が、それは場合によっては、イスラム原理主義とかキリスト教原理主義といったような原理主義を促

してしまう危険性もあるのではないか。

「功利主義｣と｢利己主義｣を区別できない人が、研究者の中にさえいる。 「功利主義」は社会全体の

幸福を良しとするものであり、場合によっては、公共の福祉のため、個人に対して自身の願望を抑制

せよと指令することもある。それに対して、 「利己主義」はあくまで自分だけのことを考える立場の

ことである。私は、いわゆる「最大多数の最大幸福」を｢大福主義｣という呼称がよいではないかと考

えている。

また、他方で、利己主義は悪と言えるのかというと、必ずしもそうではない。ホッブズは、人間

は利己的な仕方で自己保存を追求するため、 「万人の万人に対する闘争」に陥ると指摘し、それゆえ

社会契約を結ぶという社会契約のあり方を示した。つまり、私たちが利己主義的思考をするからこ

そ、社会が生まれ道徳や方が生まれるとする議論であり、そういう意味においては、利己主義の中に

も正義を根拠づける｢倫理的利己主義｣の立場もありうるのである。

ところで、功利主義に対しては、典型的な批判が確かにある。社会全体の利益を重視するあまり、

個人の尊厳を軽視することにならないか、 という問いである。たとえば、功利主義に従うと、一人の

健康な若い女性の臓器を摘出することによって、臓器移植を待つ多くの患者を救うことが正当化され

るのではないか、 といった問いである。

しかしこのような指摘ははっきり言ってしまうと、おかしい。それはデイストピア（暗黒社会）
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であり、社会全体の幸福につながらない。すなわち、 「最大多数の最大幸福」に繋がらないので、功

利主義においても斥けられるものである。

ヘアの選好功利主義と呼ばれる考え方は、人々の選好（何を好むかという傾向）の充足を最大化す

ることが功利主義が描く幸福そして善の様態である、とするものである。それに従えば、多数が義務

論的政策を選好するならば、義務論を採用することが功利主義的に帰結する、ということになるだろ

う。この考え方においては、義務論と功利主義のコントラストは解消されている。実際のところ、現

実の生活においても、義務論と功利主義を対立的に捉える必要はないのではないか。

教授や教員は学生や生徒の利益のために学校の方針を決める。政治家も国益のために外交的努力を

する。それが私たちの社会の日常的事実である。にもかかわらず、いざ倫理的議論となると、そうし

た事実に目をつぶって、何かの利益のために特定の行動や施策を実行しようとすることを、利己的

だ、功利的だ、 として批判するとしたら、それは一種の倒錯あるいは欺滿だし、大きな偏見なのでは

ないかと思われる。 もちろん、しかし､、益になるかどうかという考慮よりも、人の道としてどうな

のか、という義務論的な問いかけをこそ重視したくなる文脈も確かにある。どんなに当座の益に結び

つくとしても、道徳的直観に反する施策は、やはり採用できないだろう。むろん、そのような道徳的

直観に従った選択も、やはり倫理的満足感が得られ、幸福感につながるという意味では、功利主義の

射程に収められることにはなるのだが。いずれにせよ、理想や理念を論じることと、現実を認識しそ

こで最善を目指すこととの、両面作戦が必要なのである。

最後に

「公共｣は、元々、成り立ちとして、主権者教育のための科目として考案された。自由な議論を推

進することを基本方針とするけれども、異なる意見をただ述べ合うだけではなく、意思決定をして、

合意を達成していくという、社会運営の根本を学んでもらうことが、科目「公共」の目的であった。

そうした「公共」の実施に当たって私がここで述べたかったことは、自由や人権といった基本的概

念についてさらに深く理解しようと努めてみること、DeathEducation、性教育、生命倫理教育など

を、導入の仕方に考慮しつつ、避けずに検討主題にしていくこと、そして従来の「義務論VS功利主

義」といった定型型の対比についてさらに掘り下げてみること、こうしたことであった。

現場の先生方は以上の話題について、どうお考えだろうか？

（文責：松島美邦（東京都立六本木高等学校)）

､五』
－ ＝

－

＝

劃
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Ⅱ夏季研究協議会 【学術講演】

グローバルな時代の教育行政

都留文科大学学長 福田誠治

OECDとPISAについて

文部科学省はPISAを、 「OECD生徒の学力到達度調査」と訳

しているが、その原文は" theprogramme for international

studentassessment '' 、直訳すれば「国際生繕調査計画であって、

その直訳の通り、学力以外についても調査している。

具体的には､どのような授業が行われているか､生徒はどのような

家庭環境にあるか、家に本が何冊ぐらいあるか．…、といった質問が』家庭環境にあるか、家に本が何冊ぐらいあるか．…、といった質問が用

司

蕩‘

意される。質問紙は生徒にも

辨而にも用意される。3年ごとに調査が行われ､質問も変わる。それらの質問を通じて、東アジアの

ほとんどの国の子どもたちは得点は高いけれど自信がない、などといった傾向がわかる。

個人の能力を測ることではなく、国や地域全体の生徒の能力、学びがどうなっているのか、把握

することにPISAの意味がある。ヨーロッパ諸国はとりわけ、 「社会に出て生活するのに困難が

予想される子どもたち」の割合に注目している。その割合が、そのまま民主主義の危機であるとO

ECDは捉えている。

○ECDは、学佼から職場まで一貫した学力観能力観を確立することを、戦略として考えてい

る。PISAを、国際的な圧力あるいはネオリベラルな教育政策そのものと捉える教育研究者が、

日本には多いと思われるが、ヨーロッパでは民主主義とのバランスをとろうとしている。

ヨーロッパは小さな国々の集合体であり、その連帯が崩壊すれば、ヨーロッパの経済は成立しな

い。その理解を前提として、個人の多様な自助をどのように育成するのか、という問いが取り上げ

られる。その問いをめぐって、米英連合と独仏連合が対決し、地中海周辺諸国が独仏連合に賛成し、

北欧の国々が理論をリードする、といった展開が見られた。この内幕が日本には詳しく伝えられて

いない。

もう一つ､OECDにまつわる｢誤訳｣がある｡○ECDのCGthelndicatorsofEducationSystems

(INES)progranne"を、文音鯏学省は「教育指標事業」と翻訳しているが、と訳すべきと思わ

れる。

レポート『危機に立つ国家」を受け取ったアメリカのレーガン政権は、OECDに教育に関する

統計調査を依頼した。○ECDのCERI (教育イノベーションセンター)は､教育の質は評価でき

ないと考えていたが、社会主義政権のフランスが賛同したので、その依頼を引き受けた。両国とも

後期中等教育と高等教育の大衆化に対応するためだb

○ECDの前身は"OrganizationforEuropeanEcononlicCooperation"、略して「OEEC(m<

州経済協力棚簿)」であり、アメリカが推進した欧州復興計画、いわゆる「マーシヤル・プラン」の

畷け皿」と位置付けられる。ヨーロッパのための組織だったが、先進諸国の経済機構として機能

している。

国際連合の本部はニューヨークにあるが、本部には安全保障理事会と経済社会理事会が置かれて
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いるくらいで、その他の国際機関の多くはヨーロッパに置かれている。国際会議がヨーロッパで開

かれると、 ヨーロッパの人々はすぐ集まることができるし、参加するメンバー同士専門家としてお

互いの考え方もわかっている。 日本の官僚がそれらの会合に参加すると、その内容を懸命に翻訳し

て政府に報告するが、議論の内容は国民には届かない。

INESはあくまでも教育行政のあり方を問題にしており、OECDは本来、教育の内容に介入

することまで考えていない。教育の内容は国や地域によって異なる。OECDは、国境を越える学

力観、いわば教科樹釿的コンピテンスを求めた。教科の成績評価ばかりにこだわっていると国境の

壁を越えられないいわゆるコンテンツ･ベース、教科書に書いてあることを学習すればいい、とい

った考え方は、国際的には通用しない。

日本にとって、どのような教育が良いの畑その議論を誰がしているのれ何らかの政策が示さ

れたとして、なぜ今その政策が示されたの力も誰が何を意図してその政策を立案したの力も伝えら

れる内容だけでなく、その内容にどんなことが隠されているの力もそれが大事だ6

OECDは1992年より『図表でみる教育(EducationataGlance :OECD

Indicators)』を刊行している。当初はその実現を疑う声もあったようだが、現在でも毎年発行

されている。例えば日本は対GDP比で見ると、教育に対して公費負担が極めて少ないとわかる。

このようなデータは、 日本の教育改革には意味があるだろう。

一部の専門家が世界のルールを書き直す

2017年に上梓した書籍『ネオリベラル期教育の思想と構造一書き換えられた教育の原劉で、

私は学力論が誰によってどのように支配されているか、 という話題を取り上げて、OECDは世界

において「中心的な『認識共同伽と称されるようになった」と記した。

具体的には、OECDやその他の国際機関にいくつかの財団が多大な資金を提供していること、

国際機関が政治や経済の論理で動いている、 ということについて記した。特にOECDは、それら

の大きな援助を得ることで、世界の知識人を上手に集め、アメリカの国際政治学者ピーター・ハー

スの言うように｢認識を共有する専門家のネットワーク」としての｢認識共同体」として機能させる

ことに成功した。そして、その時々の必要に応じて、イヴァン･イリッチやパウロ・フレイレなどの

革新的教育思想から都合のいいところを引用して教育学を再文脈化し、世界の教育行政関係者が否

定しがたい論理を構成した。

さらにOECDは独自に出版部を持ち、報告書を次々と出版して、各国の行政官を通じて各国の

教育行政に影響を与える、いわば世界最大の教育アクターとなったの危

その結果、PISAにしても、それについて､政治における議論も教育学者の検討もないまま、文

部科学省がそれに対応するための施策を強制的命令的に実施してしまっている。その施策に予算が

ついて全国的にテストが行われる、 といった影響が浮き彫りとなってみえてくるのだ6

詰め込み教育を否定して、考える力を重視し、知識や技能を状況に応じてつかうというコンピテ

ンスに学校教育を取り替えていこうとするOECDの動きをネオリベラルと言って無視するので、

日本の教育研究は世界の水準から取り残されてしまっている。このことも大きな問題焔

上記に示す変化において、 1996年は決定的な一年といえる。その理由の一つとして、EUが設定

した「駒1性涯学習年」に呼応して、OECDがリカレント教育論から生涯学習論へ教育制度観を

転換したことがある。

EUとしてヨーロッパが統合されなければ、研究も開発も、ままならない。ヨーロッパを統合す
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ると、一つの国や地域に、教育制度が異なる複数の国や地域から、人々が集まることが考えられる。

それゆえ、生涯学習というあくまで長期的なスパンで教育を捉える必要がある。言い換えればそれ

は、義務教育や国民教育といった概念を外したものであり、全員覚えるべき知識を設定するとか、

良い国民とは何か、 といった議論の意味がなくなっている、 ということでもある。

1996年より前、OECDは、社会人を再教育するものとしてリカレント教育を考えていた。しか

し、技術革新は職業構造の変化をもたらすため、労働者が失業するリスクが高い。だから生涯学習

論へ転換した。会社が潰れてもリストラされても失業手当をもらって、学校に入って、資格を取る、

別の仕事ができる、これは労働者にとっても企業にとってもよいことだとOECDは考えた。

もう一つの理由がある。それは、 1鱒6年にはOECDが「知識墓盤径済論」を提起して、いわゆ

る「暗黙知」を知識として認めたことにある。子どもたちが知りたいと思うことに出会い、調べて、

意見を言い合い、探究する。その途上で獲得した知識を使ってみて納得したものを、その人の知識

として認めるといった構成主義の考えを、OECDが認めたのだb新世紀の教育では、今までにな

いものをいかにつくりだしていくか、求められる。しかし、それを学校教育で教えられるのだろう

か、過去の知識で新しいものが作り出せるのかといった議論があったのだも

アクティブラーニングと呼ばれる取り組みは、アメリカでは1991年から行われていた。ヨーロッ

パも1996年には知識観を転換している。このような転換は、 日本ではほとんど見られなかった。 日

本の場合は、正しい客観的な知識を教えるという原則から外れていない。 日本のように、従来通り

に教科の内容を教えていることは問題ではないか、 という見方で世界は動いている。

コンピテンスとコンピテンシー

OECDは、どのように学力を測ろうか考えた結果、コンピテンスという概念を取り上げた。若

者はどうすれば働けるようになる力も若者たちにどのような力をつけてほしい瓶企業も一緒に議

論する。その中で、知識や技能を未知の環境において適応させる力、個人の頭だけでなく社会にス

トックされる知識を探す力、その知識の真偽を確認する力が必要だと考えた。

OECDは、教科の知識を調査の対象とすると同時に、いわゆる教科樹釿的コンピテンスについ

ても調査の対象としている。学習意欲を対象とすることを重視する国も多い。もはや従来の教科だ

けでは、学校で取り扱うものとしては足りないのではないか、 ということだも

どのような内容が計測できるの力も予備調査を行っても、なかなか結論は出なかったが、おもし

ろい報告もあった。伝統的教科に高い標準を設定して優れた成績を収めている教育システムは、生

徒たちの創造性、クリティカル・シンキング、 自信といった他の重要な側面を犠牲にして成し遂げ

られているのではないかという論である。 日本の生徒や学生が自信をなくしているのではないかと

いう指摘は、このような論を背景として示されていると思われる。

創造性がないという指摘の理由は､答えを覚えようとするから、 「なぜ」と問うプロセスを経てい

ないから、ではないかと考えられる。もっとも、教科書から逸脱するようなプロセスを選ぶことも

日本ではなかな力難ししもしかし、大工場で多数の人間が一斉に同一の作業をやる仕事が一般的で

あるのなら、今までの学習方法でも良いのだろうが、そのような方法はロボットがするか開発途上

国に逃げていく。

教科に縛られない学力についても指摘されている。 日本の大学入試では教科の枠に収める試験内

容が求められるが、OECDの方針はその枠を超えようとしている。国によって教科書も異なるか

ら、教科書で取り上げられているか否かという観点は重視しない。コンセプトを重視し、それをど
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のような知識や説明によって取り上げていくか、国や学校に任せられる。例えば、フィンランドに

も教科書はあるが、それに取り上げられていないことを教えてもいいし、教科書に書いてあること

全てを教えなくても良い。教科書を使わなくても良b,｡ 1995年にはすでにそれが行われており、そ

れが当たり前だと思われている。

教科書の記載を暗記するような教育ではいけない、 という珊罷は日本にもある。それではなぜそ

れを脱却できないの力も日本における学力とは何力も教育哲学に違いがあるのではない恥なぜア

メリカでIT産業に代表される創造性が見られるの力も日本では従来通り偏差値などの指標を基と

して進路指導が行われているが、アメリカは30年前に、 ヨーロッパは20年前に、学力観や方法を

転換した。 日本では教育観の転換を支持する人が少なく、議論がほとんどなされないまま、現在に

至っている。

PISAは2咽年に開始された。その当初、 日本の成績は良く、それが話題とされることもほと

んどなかった。2003年の試験の結果が前回よりも順位として低かったため、報道において学力が下

がったと騒がれて、全国学力テストを導入する機運が生じたが、求められる学力の内容が「考える

力」に変わったということについて、全く議論されていなかったのだも

OECDが調査の対象としたコンピテンスとは何ｶ＄ある人たちが同じ学校を卒業して、同じ仕

事に就いたが、働きが違う。学校で求められる力とは異なる力が職場で発揮されているのではない

力もではどのような力が取り上げられるの力もそれをチェックしたところ､問題解決能力、コミュニ

ケーション能力、チームワークなどと現在では呼ばれる力が注目された。この調査の対象を、職場

のみならず社会生活全体に広げるとどう力もその試みが続き、コンピテンスがより具体的にリスト

アップされた。

キー・コンピテンシーとして、具体的にどのような項目が取り上げられるの力もそれは､地域によ

り異なる。2006年に胸1犠会と脚､|､|連合理事会が策定した「生涯学習に向けたキー・コンピテンス

枠｣は｢文化の自覚と表現｣を項目の一つとして重視した｡その背景として移民難民問題が取り上げ

られる。差別はいけないと言っているだけでは、現実では通用しない。何をもって差別とみなすか、

一人ひとり理解が異なっていることを､理解していることが求められる。学力が上がったかどうか、

それも大事であるかもしれないが、社会で必要とされる学力は、教科書に書いてあるものとは違う

かもしれないし、メタ認知、あるいは自分で自分を修正するような力、 リフレクション能力、知識や

技能を組み合わせる必要があることかもしれなし％

都留文科大学の取り組み

私が学長に就任した時、本学の志願者数は、ピーク時のl/4まで落ち込んでいた。何とかしなけ

ればならなし＄本学における学びの質を変えなければならない。この学校は60年間教員養成を続け

てきた。 それは捨てられない教員も皆そう思っている。そこで、グローバリズムと教員養成を組

み合わせて、世界に通用する教員を養成することを、 目標として掲げた。

富士山が世界遺産として認定された途端に、富士急行の乗客が急増した。ヨーロッパの人もアジ

アの人もいる。それくらい国淵上が進んでいるということ危

デンマークの先生方によると、デンマークでも職場の6割方、嬬吾で話す環境となっているよう

だも英語が良い力悪い力議論をする以前に、英詔上が進んでいるのだもデンマークの小学校撫耐は

デンマーク語と英語で授業が教えられなければならない。フィンランドも小学校から嬬吾教育を始

めており、どんなに小さな学校にも、英語を専科とする教員がいて全て英語で教える。それから30
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年、フィンランドの若者らはだいぶ英語が上手になっているようだb日本もそれくらいの時間がか

かるだろうし、遅力M'l早力Ⅶそうなるだろう。

少子高鯏上が進行して人口が減少すれば、今の日本は大国といえども、いずれ小さな国と同じよ

うな生き方をせざるを得なくなる。 「我が国は小国だから、イノベーテイブでクリエイテイブに生

きなければならない」と発言する高校生や、 「19歳になれば選挙権はもとより被選挙権も得られる

から市議会議員に立候補する」という高校生も、デンマークにはいる。

上記に示したような見聞を参考として、交換留学が成り立つか、 2012年から検討した。 2014年9

月にデンマークを訪問して留学先候補と交渉した。2015年の10月にデンマークの教員養成大学の

うち六つのインターナショナルコーディネーターが本学を訪問し､留学協定を検討していただいた。

2017年4月に国際教育学科をスタートさせ、 2018年から交換留学を開始した。

本学の交換留学の特徴として､2年の後期に希望者全員が留学し､英語で教育学の授業を受けるこ

とが取り上げられる。そんなことができるかという疑問をいただくことがあったが、やれないこと

はないと感じた。

当初に集まった学生には、一から自分たちで授業をつくっていこうと考える者が多かった。一年

目、グループ討論をしながら自分の意見を言うことに、学生は慣れていった。それが良かった。

鶏吾で授業を行う、受けるということには、難しさがあった。ネイティブ教員の授業を受けた生

徒の中には、 TmlCのスコアが伸びた者もいれば、下がった者もいた。担当教員に聞いてもその理

由がわからない

留学にはテストの点数ではなく、 ヨーロッパ言語共通参照枠( &@CommonEuropeanFrameworkof

referenceforlanguages'' 略称CEFR)を参照した。CEFRは、 「自分の専門分野の専門的

な議論も含めて抽象白媚舌題や具体蛎舌題の複雑なテキストの主要な内容を醐革できる」などといっ

た水準に達していれば、大学生や一般の職業人という 「独立した使用者」と定義している。

どの大学のどの学科で何を学ぶのか、その大学はどんな授業をして何を教えるのか、学生それぞ

れが具体的に対応できるようにすればよい。実際に、留学希望者全員、 2018年には52人、 2019年に

は38人が、半年の留学を終えて元気に帰国した。 しかも、全員が単位を取得していた。

欧州評議会が考えたことは、 日常生活において、または就職において、どのような力が求められ

るか、ということだった｡国際教育学科はできる限り英語で授業をするから、その場にいれば､英語

の評価はできるの危コンピテンシーベースの能力の評価は、テストしにくいものも含まれる。

EUやOECDは、 2006年から、交換留学という語ではなく、モビリテイという言葉を用いるよ

うになった。学生も教員も指導員も含め人が動くということだ6交換留学協定を結ぶ大学の先生方

は、本当によくやって来てくれる。志を持った人々に力をつけてもらえるように、ともに育ててい

くことができれば、将来にも、 自分たちの生き方に繋がることがある…という教育を一緒に行って

いるという感覚です6

(講演者より追記）

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、交換留学はストップしてしまいました。

マスクもない、アルコール消毒液も売ってない、一体日本の産業はどうなっているのか。

どうして日本は、ワクチンが製造できないのか、 日本とはこんな国だったのか。

しかし、放置された学生たちは、なんとか生きています。

無駄を省き、環境破壊を止める新しい生き方を探るには、よい機会なのかも知れません。

（文責：東京都立六本木高等学校松島美邦）
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【公開授業】

社会科教育学の授業

都留文科大学教授西尾理

1．はじめに

社会科教育学という授業は、文学部社会学科から教養学部地域社会学科への再編に伴い、新たに

設置された授業である。地域社会学科では、 3年次に4つのコース(')に分かれる。本授業は､教育

文化コースに設置されている社会科教育という演習（本授業者担当） との相互補完の関係になって

いる。いわば、演習の概論的位置づけで、教職科目ではない担当者の自由に任されているが、教

職科目 （社会科教育法や公民科教育法） との識ll化をどう図るかに頭を悩ませてきた。

2年以上は、受講できるが、本年度からの開講科目なので、受講者は、全員2年生である。社会

科教育に意欲的な学生が集まった。

2．本授業について

公開した授業は、 「人文・社会科学と社会科教育」というテーマで(2)、いわば、人文・社会科学

と公民科目との関係について、考えてきたことを授業にして、教材を示し、学生に討論させ、意見

をもとめるという構成である。

3． 「人文・社会科学と社会科教育」の概要

（1）人文・社会科学と社会科教育の関係

社会科教育は、地理であるならば、地理学。歴史であるならば、歴史学も公民であるならば、政

治学、経済学、国際関係学、心理学、社会学、哲学等の学問がなければ成り立たない。そもそも教

育学自体にも親学問がなければ成り立っていない。そのことが、コンプレックスと独自性の確立に

もがいてきた歴史であった。

バーンステインは，物理学を例にとり， 〈教育〉言説は，再文脈化原理であり，教育学者の仕事

は，再文脈化の領域で仕事をしている人たちだという。そして，物理学生産の領域で物理学と呼

ばれる実践の全体の中から，再文胴上の担い手たちは，物理学と呼ばれる専門的な言説と活動と

を構成する固有の論理とはかかわりなく，ある選択を行なうのである。そこに教育学者固有の選

択が存在するのだと述べている(3)。

では、教育学の独自性とはどこにあるのだろう力も社会科教育の独自性とはどこにあるの力も

4．社会科教育の親学問からの相対的独自住

この課題に最も果敢に#戯してきたのが歴史教育であった。

学生にその場で、資料を読ませるが、その資料とは、割l l幸男「歴史学と社会科」 （日本社会科

教育学会編『社会科教育事典』 （ぎようせい、 2000年）である。

歴史学は、我々の過去を、資料の分析を通して実証的に解明する。戦前、戦中を通して歴史教育

－32－



と歴史学との関係が希薄だったために、政府の都合の良い歴史が教えられ、歴史が国家政策のため

に利用された。そのため、戦後の社会科教育歴史教育)、歴史学に刻却しなければならないと言

われてきた。すなわち、歴史学の研究成果を社会科教育の教育内容に取り入れることであった。

しかし、 1970年代頃から、そういった系統的歴史教育に対して、子どもからの探求や教育方法

が課題とされるようになってきた。いわゆる社会科教育の相対的独自性の課題である。

1990年代、冷戦終結以降の歴史学の多様性の動きからも歴史学に対する社会科教育の独自性を

いかに図るのかという問題は、現在の課題でもある。

5．西尾の問題意識

上記の課題は、社会科教育全体の課題でもあるが、私の問題意識は、歴史学等の親学問と社会科

教育の2者のみならず、親学問、社会科教育学、現場教師と生徒の4者を対象とする（下記の図を

参照)。4者の間に溝はなかったの力も溝を埋めるための努力がなされてきたのだろう成特に社会

科教育学から教育現場の辨而や生徒までの溝について考察してきたのだろう力も社会科教育学まで

の成果を“押し付けて”こなかっただろう力もそれでうまくいかない場合、その原因を教育現場に

帰していなかっただろう力も逆に、社会科教育の理論や親学問自体に問題や課題はなかったのだろ

う力も理論など広大で複雑な現実において、その一部を理論化したに過ぎない。教室という狭く限

定した空間においてもその複雑な関係を捉えられたのであろう力もそういった意味でも、教室理論

＞現実ではなく、理論く現実ではないの力も

このような問題意識の中で、まず現場撫而が取り組むべきことは、この4者の接点として親学問

からできる限り深く学び､内容を自らのものにする｡その上で､担当している生徒たちの状況を(社

会科教育という観点から）捉え、その生徒たちの状況に照らした社会科教育学の方法論を駆使して

自ら単元設定、構成を考え、教材化していくことではないのだろう力も

『-----一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一可具体的な作業として、教科書やそれに

｜関係する教材だけではなく、教養書や
1癬藺-砺雪了歴更藷宇歴莉霜1

1専門書を読んで､それを授業に生かし
↓溝

’ていく必要がある。それを教棚こして
雁莉藪言享~雁蓉藪言霧71

Iいく。その場合、耕而はどういうこと
↓溝

｜に留意していかなければならないの
i 匿霄蒻而諏花~願霧祠 ｜ 力もその事例として、キューバ危機を

↓溝
｜取り上げた。教科書においては、 「世

匪亮弓
｜界史｣でも「現代社会｣でもわずか、

i___________________________________｣5行から8行ほどの説明である(4)o
それをどのように学び、単元とし、構成し獅ｵ化したのかを、私が以前に鋤ｲ化した「キューバ危

機の教材開発」 (5)を学生に資料として配布した。その資料は以下の通りである。

6．キューバ危機の教材開発(6)

（’）本実践の目的一なぜキューバ危機を扱うのか－

①冷戦史の転換点として
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第1に，高等学校の現代社会，政治・経済に戦後国際政治史の単元があるが，そのポイントとな

るのは冷戦と核兵器であると考える。永井陽之助の「核兵器の出現で両陣営とも実力行使を自制

し，慎重に行動せざるをえなかったという意味で，それは“冷たい”戦争といわれるのである」に

あるように，核兵器の出現が冷戦という特異な戦争状態を産み，戦後の国際政治を彩ったのであ

る。この特徴を生徒に深く認識させるには，戦後国際政治史のなかでキューバ危機ほど冷戦の本質

が典型的に出ている出来事はないと考えられるからである。第2に，その後の冷戦の推移は，キュ

ーバ危機の教訓を前提としていることだからである。したがって，キューバ危機がその後の冷戦の

転換点になったと考えられるからである。

②近現代史・南北問題を含んだ総合学習を目指して

キューバ危機に至るキューバ史（コロンブスからカストロの登場とキューバ革命まで）を簡潔

に追う。そこから，キューバ危機の原因を単に米ソのイデオロギー対決のみに見るのではなく，歴

史的背景からその原因を考えさせる。そのことによって，わずか13日間の出来事を立体的・構造

的に捉える力が養えると考える。

またその中で，非ヨーロッパ世界からの近現代史と南北問題を学ぶことによって， この桝ｲ化が

「現代社会」 「政治・経済」の国際政治，南北問題と世界史を学ぶ総合学習となると考えている。

そして，カストロと当時のキューバ民衆に共感できる感性を育む。このことによって，生徒が

瀝史と向き合って，世界との関わり方を把握しよう」とする認識に繋がることを目指すも

③政策決定過程とそれに関わるリーダーシップのあり方を学ぶ

核戦争の恐怖と限られた条件の中で、 リーダーがいかにリーダーシップを発揮し、政策決定を行

っていくのかの過程を学ぶことによって、 リーダーの苦悩や決断を知ることができる。

（2）教材化の方法

キューバ危機における「13日間」を忠実に追う。しかし歴史教育ではなく公民教育としての特

質を打ち出すために，キューバ危機の当事者の立場からキューバ危機解決のためどのような意思決

定を行っていったのかに焦点を当てて，教材化をおこなう。

その理由は，傍観者ではない公民教育を目指すことにある。従来のように，教科書や資料集の記

述に従って授業を進めると，生徒をどうしても傍観者の立場に置いてしまう傾向になる。例えば井

門正美は，社会事象についてその結果を見届けた時点からのみ説明しようとする観察態度を「外観

主義」といい， こういう外部観察者の記述のみを教育内容にしたとしても，その内容が実社会の

様々な問題状況の中で活動しなければならない「行為者」としての実践力を子どもたちに培うこと

になるとは決していえないと述べている。そして，その問題を改善するための変換方法として役割

体験学習を提案している。この手法によって，社会的事象を理解して客観的ではあるが当事者意識

がない傍観者の意識を持たせるのではなく， 当事者のようにさまざまな条件，制約の下で課題を協

力して解決していくことの大切さを認識できるような授業を組んでいけないかと考える。その題材

のひとつとしてキューバ危機は，ケーススタディの一つとなるといえよう。授業をキューバ危機の

「13日間」を通して，ケネディ大統領とそのスタッフが，人類滅亡という危機に直面しながら，

またさまざまな条件や制約という状況の中で， どのように決断を下していったのかを細かく追うこ

とによって単なる傍観主義的認識を超える授業を目指す6それゆえ， この授業ではできる限りキュ

ーバ危機の当事者の立場から授業を構成したい。さらに生徒にケネディ大統領とそのスタッフの立
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場に立たせて考えさせてみる。また，ケネディ大統領が， さまざまな場面で判断を下していった決

定的なポイントでも生徒にその立場に立って判断させ，意思決定をさせる。そのことによって，生

徒に責任を担うことの困難さと大切さを認識させたいと考えている。

（4）授業の構成

①カストロの登場

フイデル・カストロは， 1926年， ビランという田舎町で，中級地主の家に生まれた。

ハバナ大学時代にキューバの体制に対する政治的反抗の思想が形成されたといわれる。まだ20歳

であった。大学を卒業して，弁護士となったカストロは，貧乏人専門の弁護士となり，貧者の訴訟

や政治犯の事件し力扱わなかった。 1952年バチスタが，非合法のクーデターで政権の座につい

た。カストロは抗議したが， これを裁判長が合法としたことでカストロは激怒し，武力闘争による

バチスタ打倒を目指すことになる。 1953年7月26日，モンカダ兵舎襲撃。 BUT,失敗bカストロは

捕らえられた。仲間の多くは処刑された。カストロは，裁判にかけられた。このとき，カストロは

弁護士をつけず， 自分の弁護を自分で行なうのである。
『~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~一~~ー~~ー~~一~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~1
1 …われわれが戦闘について語り，人民にいいおよぶとき，われわれは， よりよい

|機会をもとめて移民することなく， ここキューバで正直な暮らしをたてたいと願っている ｜
｜職にあぶれた60万のｷｭｰバ人民をさしている。みすぼらしいd屋に住み， 1年に4ケ月 ｜

I働き，残りの期間は，一インチの農地もないまま，子どもらと飢えてくらす50万の農場労1

1働者を指している。……私が人民というとき,脳裏にある，すべての不幸に苦しめられ， ｜

iそれゆえに,勇敢に闘うことのできる人々である！…さあ,君たち,力のかぎり闘い， 自 ｜
：由で幸福になろう。……私は被告の無罪釈放を要求しない。同志たちがすでにピノス島の 1

1恥ずべき牢獄で苦しんでいるとき，私の無罪釈放を求めることなどできはしない。私をピ ：

｜ノス島に送って，わが同士と運命をともにさせよ。共和国大統領が犯罪人であり，盗人で 1

1あるときは,誠実な人々が死ぬか,あるいは,獄中にいるのは当然だといえよう ！……私 I

I自身は，私にとっての牢獄が，他の人たちのときと同じように厳しく，脅喝，卑劣，臆病 1

1者の残忍さでみちみちていることを知っている。しかし私は, 70人のわが兄弟の生命を絶｜

｜つた憐れむべき暴君の怒りを恐れぬように,牢獄を恐れない。
I 私を断罪せよ，それは問題ではない。歴史は私に無罪を宣告するであろう ！
L一一一一・．一一一！画一．＝一．．＝－－．－－－1.＝－＝1ローローー．．． ．． 1..ローロ･一．－車一・． ．■－－－！.一一一‘.－－－－｡． ．．ーー．．一一、ロー･．．．』

結局，カストロは15年の禁固刑を宣告された。 ところが，カストロは，恩赦を受けて, 1955年

には釈放された。

カストロは，なぜ生命の危機を脱し， しかもわずか2年弱で釈放されたと思う力も

→ひとつの奇蹟であったが，カストロを捕らえた中尉が，カストロを殺させなかったこと。民衆

の監視のもとで，バチスタも手を出せなかったこと。キューバでは，選挙の時に恩赦を行なう慣習

があり，民衆が騒いだことと，バチスタ自身， 自分の政権を合法だと承認されたいという希望，そ

して，カストロを過小評価したことなどが挙げられる。

この問いの意味は， この時すでに多くの民衆が，カストロを支持していたことを押さえ

ておく意味がある。

釈放されたカストロはメキシコに亡命し，有名なチェ・ゲバラと知り合い，来るべきチャンスを
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うかがうことになる。 1956年，カストロは，仲間とともに再びキューバに潜入する。バチスタ軍

の襲撃を受けて，カストロは，山岳地帯に逃げ込むが，山岳地帯の農民がカストロの支援に回っ

た。カストロの支持者は次第に増え，アメリカもバチスタを見捨てた。バチスタ包囲網はどんどん

大きくなっていった。 1959年，遂にバチスタは，国外に逃亡し，カストロはハバナに凱旋した。

ここに，キューバ革命が成就したのである。

政権を奪取したカストロは， どんな政策を行なったの力も

農地の国有化を行なった。地主から土地を取り上げて，工業，商業の多くも国有化した。仕事のな

い民衆を救うためであった。結果的にこのことが，米国の企業をキューバから追い出すことになっ

た。また，カストロは，今までのキューバの指導者と違って，アメリカの言うことに鮒l頂な櫛尊者

ではなかった。このことがアメリカを東蝋した。アメリカは，キューバからの砂糖輸入を全面的に

禁止した。産業のほとんどを砂糖に頼るキューバとしては，全砂塘生産量の65％を，アメリカが

買ってくれないということは，キューバには大打撃であった。

ところが，そこに思わぬ救世主の国が現れるのである。

Z底否三瓦1
今ソ連である。冷戦の授業であるから，そこから類推すれば，答えはでてくるであろう。

E~E湯蚕扇窃ﾇ~F百房王蕩寺湯ﾌ粟衰言在ﾃﾌ蓮房雇莇喜薑万万Z王子両司
今この発問だけでは難しいので，補足として次の条件を提示して考えさせる。
r！■・ー･ーーーーー-．一一一q一・・ー・ー！・・ー‘ー‘｡。 ‘・・ ‘ーーーー‘･・・・ー！・・ ！･･ ･ーー‘･ロー・・一・一ｰ‘・・・一・・ー‘ー'・・ 'ﾛ｡ー一一ー・・ ‘・・ー‐ｰー‘・・ ‘･･･－‘･ロー可

I 受け入れた場合のメリット：アメリカの侵攻から守ってもらえる。

経済援助がもらえる。

デメリット：ソ連に従属する恐れゎ

西側との完全対立

｜ 受け入れない場合のメリット:真の独立が達成される。
デメリット：アメリカの侵攻を食い止められないかもしれない。

L！■・ ！■・一‘■・ ！■・ ・－－・ロー‘・・・．－,口． ．■, ．..．．．■･一口．＝一一一.一口． ．． .－．． ,.． .－‘ﾛ．－．一口． ！.． .－．．．．－－‘ﾛ、－－－．－－－－－．．－口．－．－．．－－．．‐』

では，カストロは実際どうしたか？援助を受け入れたのである。

ソ連は，アメリカが買うはずであった砂糖を肩代わりしてくれた。キューバは，急速にソ連に接

近した。またカストロは， この革命が「社会主義革命である｡」と宣言した。これらのことは，ア

メリカをカストロ打倒に向かわせた。アメリカは， どんなことをおこなったのか？爆撃機によるキ

ューバ空娯カストロの暗殺計画（毒殺，マフィアによるカストロ殺害等々｡）

これら，アメリカの行為は，巷では何と言われるだろう。

=>テロである。そして, CIAによる亡命キューバ人を使った政権奪取が計画された。

1961年ビックス湾事件（ヒロン湾の戦い) :アメリカは，亡命キューバ人を使って，キューバ侵

攻を企てたが失敗し，首謀者がキューバ政府に捕らえられた。これらの出来事は，いつの日かアメ

リカがカストロを殺害して，キューバに再びアメリカの意のままになる政権を作るだろう。そうさ

ないためには……。

②キューバ危機（危機の13間）

キューバ危機の発端

10月14日 （日),キューバ上空の偵察を行っていたU2型偵察機が，建設中のミサ

イル基地を発見した。 15日 （月), U2型偵察機の撮影した写真に準中距離弾道ミサイル細BM)
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の発射施設が写っていた。この基地が完成するとワシントンからダラスに至る地域が射程内に入る

という。

10月16日 （火） （危機1日目）

ケネディ大統領に事実が伝えられ，ケネディはすぐさまエクスコム(=Excel :国家

安全閑章会議執行委員会）を招集した。主なメンバーは，以下のとおりである。

i-夢夛丁靜夢栗享樮蔬嶺r-昔弾ごFで蒜夢栞蕎哉霊嵩~~享矛ごラ考労菌羅菅…i
lロバート・マクナマラ国防長官，ケネス・オノデル大統領特別補佐官，ダグラス・ディロン財｜

|務長官,セオドア･ｿﾚﾝｾﾝ特別顧問,マクジョージ･バンデｲ特別補佐官,ジョージ･ポI

I－ﾙ国務次官,ボール･ﾆｯﾂ国防次官補,ﾏｯｸｽｳｪﾙ･ﾃｲﾗｰ統合参謀本部長,ジョ I
I－ン・マコーンCIA長官，アレクシス・ジョンソン国務次官代理， リュウエリン・ トンプソン｜

|国務省顧問リンドン･ゾｮﾝｿﾝ副大紺頂,アンドレイ･ｽﾁブﾝｿﾝ国連大使
凸 一三ニニニニニニニニニニニーニニニニニニ ニニ ニニー 一 ﾆ ざ ﾆ 二二二三三二二 ＝

まずここで，

以下， この会議の中で，以下の6つの対応策が考えられた。
r‐‐一‐‐~~..‐ー｡...ー‐‐ー･･‐~.‐‐ー‐‐~~‐~.~‐‐ー‐‐-...‐－．.‐ー‐‐ー‐‐ー‐‐ー‐．．.~.‐‐~.｡...~.--1
1①何もしない。 ④海上封鎖

：②ソ連に外交的圧力を加える。 ⑤空爆でミサイルのみ攻撃

！③ｶｽﾄﾛとソ連を切り離すも ⑥ｷｭｰバに侵攻
L、！.． ‘..、-－．..■．ローﾛ..ローーー‘.．‐,..■ ,.ローーーー,..■一一‘..･-－．－－．． ,..･－－‘..■‐．、－－．ローーーー．p－q..．-一一一一一一1口｡ 。－,・・ ‘ﾛ・一‘■・一』

この6つの対応策のうち，あなたがケネディ大統領の立場ならどれを選択するかを考えさせる。

その場合，今までの冷戦の授業を踏まえた上での条件（制約）を考慮に入れながら選択させる。

条件1米ソとも資本主義国，社会主義国の代表であり，超大国としてのメンツ，同盟国への配

慮，世界への影響力が甚大であること。そこから敵対国に対して，弱みは見せられない

面があること。

条件2米ソが直接戦ったら，エスカレートしていって，最悪の場合，核戦争→人類の滅亡の可

能性があること。

これをチッキン・ゲームの一種として，若干単純化して提示する。この場合，ケネディ大統領の

目的は， ソ連と戦争を行わずキューバにあるソ連のミサイル基地を撤去させることである。生徒に

言う。 「あなたの決定に，人類存亡がかかっているのだ6」

段取りとしては，

i .生徒，個々に質問して, 6つの対応策から選択させ，その根拠を問う。

別の生徒にその根拠の欠点を述べさせ，討論にもっていく。

n.グループを作らせ，それを“ミニエクスコム'， として各グループで話し合わせ，決定した対

応策を発表させる。当然その根拠を聞く。

各グループで発表させた後，他のグループの対応策について意見，感想を出させる。そうやっ

て，一通り討論させた後， もう一度今までの討論を踏まえて，各グループで話し合わせ，各グル

ープの最終決定を発表させる。

実際の授業では， どんな意見が出された力も工業高校で実践したが，特徴的なことは，学科によ

って選択に偏りがあったことである。電気科の生徒は， どちらかというとゲームやアニメが好きな
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生徒にエクスコムで出された選択肢を全て； 是示して， グループに分かれ，巖論発表させる。



生徒が多く，内向的で②と③を選択するグループが多かった。機械科の生徒は電気科と傾向は似て

いたが，血の気の多いタイプもいて，⑤と⑥を選択するグループも見受けられた。②と③を選んだ

グループの根拠は，提示された二つの条件からこれが無難だろうという意見が多かった。一方，⑤

と⑥を選択したグループは，根拠に対して少し遠慮がちであった。

そして意見発表の後，次のように言う。 「では，実際のエクスコムは，ケネディ大統領は， どう

いう決定をくだしたのか？その経過を細かく見ていきましょう｣。今度は，実際の流れの中で，考

え，判断させるのである。

この会議で，まず外交的方策をとるかが議論された。しかし，外交的方策を強く支持する者がい

なかった。なぜ，外交的方策を支持するものが少なかったの力説明をする。例えばこの時点で，

ソ連がキューバへの核ミサイル持ち込みを認めないであろうこと。アメリカとキューバの関係が悪

化していたことなど6

次に外交的方策を採らない場合が話し合われた。その場合の選択肢は，以下の通りであった。
rー!･･ ･ーー・・一‘・・ ‘･・一口・ ロロト ‘ーー！｡。ー‘･・・・ ・ー－－．一・・・･ '一'ﾛ･ ・・ ‘一・・‐･ー－‘・・・■■D－pq■■．。。ｰq一・・ ‘･ロー！ﾛ・・・一・一・口 ･一！・・ ！・・・－1．．－．－－＝.一一‘・・・－！・・ !p・可

I 選択1 キューバ攻撃：さらに以下の選択肢に分かれる。

①建設中のミサイル基地のみ攻撃

②全面的空爆

③直接侵攻

i 選択2海上封鎖

｜ 攻撃を主張:統合参謀本部(軍部）
I 事前通告なしの全面的空爆

I 理由：①事前通告を行えば，相手側に反撃の準備やカムフラージュの猶予を与える。

②ミサイル基地のみ攻撃しても結局は,キューバの全軍事施設を対象にしなければな’

らなくなり，全面的空爆が必要になる。

l 海上封鎖を主張：マクナマラ国防長官

｜ 理由：限定的な圧力で， しかもわれわれに事態をコントロールできる余地を残せること。 I

｜これに対して,統合参謀本部反対
：理由：キューバ周辺の封鎖の報復として， ソ連はベルリン封鎖を行ってくる。
L－－1－・ロ ・ローーーートー＝1－・ロ ・■ ・－－－‘一一一・一一・・．－－－！－－－1－－－！－＝－！一一一‘－．．．■ ,一一一‘一一一‘－－．．－．－－．ローーー‘一一一一一一J

この選択から，いわゆる交戦に慎重な背広組と積極的な軍部に分かれていることに生徒は気づい

ていった。

この二つの主張に対して，あなたはどちらに賛成します力も

特に正解を求めるわけではない。必ず根拠は聞く。生徒の意見は，慎重派に流れていったが，次に

見るようなケネディ大統領がもっと広い視野からこの問題を考えていたことに驚く。では，最高責

任者であるケネディ大統領はどうした力も即答を避けたのである。その理由は，以下の3つであっ

た。

①奇襲をかけることがアメリカの今までの伝統に沿ったやり方力も

②アメリカ本土やベルリンへのソ連の報復

OIATO諸国やラテン・アメリカ諸国などの同盟国に与える影響

以上のことを考慮すると，簡単に決断できなかったのである。
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10月17日 （水） （危機2日目）

統合参謀本部：空爆を強く主浪「報復される前に全てを叩くことである｣。その理由は，

①もし何もしなければ， ソ連はアメリカを完全に無能力だと考えて，ベルリンその他で動き始め

るだろう。その時ではもう遅し＄

②海上封鎖は期待できない。武力攻撃が絶対必要だbこちらが強く出れば，逆にソ連は何もして

こない。

ケネディ大統領は「キューバでやってこなくてもベルリンではやってくる」として反対した。

10月18日 （木） （危機3日目）

ケネディ・グロムイコ（ソ連外相）会説グロムイコ，キューバへのミサイル持ち込みを否定

10月19日 （金） （危機4日目）

ここで，生徒に以下の資料を読ませる。

『~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~－~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~ー~~一~~ー~~ー~~ー~~一~~1ロバート・ケネディ司法長官の回想（1）

｜ 翌朝,われわれは国務省で会合したが,再び鋭い意見の対立が起こった｡緊張し,何時間’
1も眠らずに過ごしたことが響きはじめていたのである。しかし， こうした人間の弱点一短気｜

｜や怒りの爆発一が現れたことは,何年もたった後でさえ， よく珊阜できる。われわれ一人一｜

｜人が,全人類の将来に影響する勧告を作成するよう要求されていたのである。その勧告は， ｜
Iもし間違っていて， もし受諾されたら，人類の破滅を意味するほどのものであった。この種｜

｜の重圧は,人間に奇妙な効果を及ぼすb才気にあふれ， 自信に満ち，円熟し,経験豊かな ｜

｜人々さえ例外ではない。ある人々はこういう重圧のもとで,それまで自分自身すら全く気か｜

｜つかなかった特徴輸さを発揮する｡一方,他の人々にとっては重圧はあまりにも圧倒的にi
I過ぎるのである。
L－－－．．．ローーーー‘.． ･･．一一・．、－－－－－．．－｡ ‘ﾛ． ．．－－．． ，－．．－,－，.．．･ ･－．ロ ,.．－．． ‘.． 0－．ロ．ロ－．ロ．．．－．、－－－－－－－‘－－－，－－．ロ ､－．ロー』

空軍参謀総長ルメイ,大統領に空爆を強く迫る｡｢ベルリンへの空爆についても反撃すればよい｣。

ケネディ大統領，軍部の強引な主張に畔易しながらも即答を避ける。

10月20日 （土） （危機5日目）

アンドレイ・スチブンソン国連大使：ソ連がキューバからミサイルを引揚げるなら，ア

メリカもトルコとイタリアからミサイルを引揚げるという交換条件をソ連に提示する。この意見

は，多くのスタッフから反発を招いた。 「卑怯者！ 」 と。ケネディ大統領は， この意見は拒否した

が， トルコとイタリアのミサイルは以前から考慮に入れていた。なぜならば， トルコとイタリアの

ミサイルは旧式でいずれは撤去しようと考えていたからである。

それならば，なぜケネディ大統領は拒否したの力も

キューバで取引をしたら， ヨーロッパでのトルコとNATO諸国との信頼が失われるから

である。ケネディ大統領が， この問題でキューバだけ考えていたのではないことを喚起さ

せる問いである。ここで，導入で行ったベルリンの壁の授業が生きてくるのである。そし

て，ケネディ大統領は，ひとつの見解を述べた。海上封鎖を行い，その後ミサイル基地の

み空爆して破壊するというものである。

10月21日 （日) t危磯6日目）

ケネディ大統領は，空軍の司令官に「空爆でのミサイル除去は100%可能か」と尋ねた。

司令官は， 「90％しか破壊できない」と答えた。そこで，ケネディは, ｢100%の確証が得られない
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のであれば，危険を犯してまで空爆をする必要はない」と伝えた。こうして，ケネディ大統領は，

最繩勺に海上封鎖を決断した。

この選択が，生徒が選択した方法と違って，他の選択肢も吟味した上での消去法という選択方法

だということを強調した。このことによって，生徒に他の選択肢を充分に吟味することによる必要

性が認識できるとともに，傍観者ではない， 当事者意識を持った意思決定がどのように行われるか

の一例を深く認識できたのではないかと考える。

10月22日 （月） （危機7日目）

午後7時，ケネディ大統領は，緊急テレビ演説を行った。
r･･･ローローー｡ー‐‘■｡ 。ーーーー・ ‘｡。 ‘・・一一‘・・一・ーーーｰｰー・ ‘ﾛ・ ・・ー･･・ー一・・・' ・ロー・ ‘･ローー・ ‘｡。 ！・・一・・・ ‘・・一・一1．．－！・・ー,■■・ーー一口･ローー‘･・・・一・ '･ロ一一・一＝可

I アメリカと特殊な歴史的関係をもつことで知られている地域に共産主義者が，秘密裏に，素I

|早く特別のミサイル基地を建設しているのは,……現状を故意かつ不当に変更せんとする#職｜

|でありアメリカはこれを受け入れることはできません｡……従って我々の確固たる目的は, こ 1
，れらのミサイルがアメリカあるいは他のいかなる国に対しても使用されることを防止し,西半i

1球からの撤退ないし排除を確保することでなければなりませんbこの目的のためこれ以上攻撃’
1兵器がキューバに運搬されるのを防止するためにキューバの封鎖を命じました。
L，．＝q－1p．－－．－‘.、 0－－－．－，.． ‘.．、一一一一！.．－．一一一一一一q－－－－‘.．･･ ．－－－．－‘.． ‘.．－．．一一‘.． ‘.．、－－－．一一一．－－－．一一一‘－－－－－．．』

この演説を聞いたソ連の最高指導者フルシチョフは激怒した。フルシチョフは「封鎖など無視し

て突破せよ」などと口走った。なぜフルシチョフは，キューバにミサイルを持ち込んだの力も理由

は，アメリカのキューバ侵攻を阻止するためアメリカとのミサイル均衡を五分五分に持っていくこ

とを意図していた。加えて，若いケネディを多少軽く見ていたことが挙げられる。こうしてにわか

に現実味を帯びた｢核戦争｣の恐怖に全米がパニックに｡学校では核爆発に備えて避難訓練を開始

核シェルターの建設も相次いだbアメリカは，不測の事態にも備えて，戦闘準備に入った。

10月23日 （火） （危機8日目）

ラスク国務長官は，朝， 目を覚ました時， こうつぶやいた。 「あ－，まだここにこうして生きて

いる。…」ケネディ演説後，フルシチョフがすぐ核で反撃してくると思ったの危

しかしこの演説がキューバ及びソ連に伝わると，カストロは，最高警戒態勢を発動し，フルシチョ

フは核戦争の準備に入った。

10月24日 （水） （危機9日目）

封鎖作戦が発動された。この作戦の真の目的は，米ソともキューバで戦争を望んでいないだろう

という推測からとにかくどちらかの打った手が“安全” ‘誇り”“メンツ”などの理由で相手側の反

発を引き起こし，それがまた反発を呼んでエスカレートしていき，遂には核戦争というシナリオを

何としてでも避けることであった。具体的には，封鎖を宣言してからソ連に考える時間を与えるこ

とが当面の目的であった。封鎖線を当初キューバ東端800マイルに設定した。これは，空軍からの

戦略技術上取られたものであった。しかしその後，ケネディ大統領は， ソ連に考える時間を与える

ため空軍の反発に抗して，封鎖線を500マイルに縮めた。

それでもソ連洲白25隻が依然として進路を変えようともせず，キューバに近づいていた。 “その

時”が迫っていた。情勢は今にも戦争に拡大しそうであった。遂に， ソ連船2隻が封鎖線内にはい

った。ケネディ大統領の手は顔まで上げられ， 口をおおった。…表情はひきつり，両眼は苦悩のた

めほとんど灰色に見えた。ケネディ大統領「ソ連潜水艦との最初の交戦だけはなんと力榧けられん

か，その他のたいていのことなら我慢するが｣。マクナマラ国防長官「ノー，わが戦艦に及ぶ危険
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が多すぎま式他に方法はありませんb各長官には紛争を避けよと訓令はしてありますが， これは

われわれが覚悟せねばならぬことであり，予期すべきことですbいよいよ最後の腹をくくる時で

す｣。

この場面は，キューバ危機の一番の山場である。このシーンをビデオ「THIRTEmDAYS」から抜

粋して生徒に見せる。そうやって，臨場感を持たせた後，以下の資料を読ませる。

『‐‐ー~‐一‐‐ー~~ー~‐ー‐‐ー~‐ー‐‐ー‐‐ー‐‐ー‐‐ー‐~ー‐‐ー~~ー‐~一‐‐ー‐~ー‐‐ー‐‐ー~‐1
ロバート・ケネディ司法長官の回想（2）

｜ 降り口のない絶望の端に，われわれみんなが立たされている感じであった｡今度の場 ｜
｜合,決断の瞬間は｢いま」であり，来週ではなかった。あすまで待って「もう一度集まつ ｜

’て決める」わけにも， 8時間待って「フルシチョフにもう一つメッセージを送ろう。そう ｜

Iすれば恐らく彼もわかってくれるだろう」というわけにもいかない。だめ， どれも不可能 ’

｜である。…最後の決定は数分以内にくだされようとしているのだbケネディ大統領が始め ｜

’たことだが,事態はもはや彼にも制御できないのであった｡彼はただ待たねばならない。 i

l…閣議室では,一分一分が,ゆっくり刻まれて過ぎた｡…われわれに何ができるというの ｜
：だろう。
L，ローー－－1．－－．、一口．‐‘.－－－．一．．－－．、-1..口 ．．一一一一‘..■－－－－‘.、 1...--1.-＝一一．．‐‘..□-．ロ ロ..．．、－－－－‘..｡－＝一一一‘.一一一』

ここが， この授業のひとつのクライマックスにあたる。この資料の意義は，究極の決断とはどん

なものであり，またそれは， 自らが重い責任を担うのだということを生徒に認識してもらうことで

ある。さらに人間というものが，ある状況に置かれた時，そこから逃れられない場合もあるという

ことを生徒に知ってもらいたかった。その状況から逃れられないと知ったとき，その状況に立ち向

かうか，または委ねるしかないことがあるのである。

その時,-10時25分であった－ソ連船が停泊， もしくはUターンを始めたという連絡が入っ

た。ケネディ大統領は， 「何も手出しをせず， ソ連船にUターンする機会を与えよ」と命じた。こ

の時，会議のスタッフは，だれもが違う人間になってしまったかのようだったという。会議は，回

り始めた。

7．おわりに

以上の教材開発した授業を学生に体験してもらい、その後、意見、感想を求めた。学生たちに自

主教材を作成する手法のみならず、その楽しさを学んでもらい、将来、 自主教材が作成できる力量

を身につけてもらいたいためである。その基本は、本を読むことである。最近の、 とかく方法論に

傾きがちな傾向に対して、人文・社会科学の教養書や専門書を読んでもらいたいという願いを込め

ている。

（湖

地域経営コース、公共政策コース、環境社会コース、教育文化コースである。

その後、地理学と地理教育、歴史学と歴史教育と続く。

バーンステイン『<教育〉の社会学理論象徴統制， 〈教育〉 （ペタゴジー）の言説，アイデン

ティティ』 （法政大学出版局、 2000年)pp.84~86.

取り上げた教科書は、 『詳説世界史B』 （山川出版、 2012年)、 『高等学校現代社会』 （第一学

習社、 2016年）

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

Ｉ
く
Ｉ

(4）
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（5）拙著『学校における平和教育の思想と実脚（学術出版社､2011年）

（6）紙幅の関係でその一部を紹介する。詳しくは、上記、拙著を参考にしていただきたし％

蘭~‐▼‐ ‐
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【記念講演】

｢私と都倫研」－私を支えた問題意識一

都留文科大学西尾理

1．はじめに

都倫研に参加して、 33年になる。入都の年から今に至るまで、ずっと都倫研の会員であり続け

た。思い出は尽きないが、ここでは、私が追及してきたテーマと都倫研の関わりを中心に振り返っ

ていきたいと思う。

2．都立高校に採用

2年の浪人、 3年の臨時教員や非常勤識而榊奈川県立横須賀大津高校）を経て採用されたので

27歳になっていた。この頃には、教材づくりや授業方法の研究に関心をもっていた。斎藤喜博の

『教育学のすすめ』を読んで、斎藤喜博に憧れをもっていた。

大学では、国際関係論と政治学を学び、 「政治・経済」で入都したにもかかわらず、都倫研に入

ったきっかけは、たまたま例会のお知らせが回ってきて、例会の曜日が私の研修日 （懐かしい！ ）

と同じ曜日であったからである。参加した例会で、高校の時、倫理を習った永上先生がいらっしや

っていたこと、発表者が水谷先生であったことを覚えている。

当時、都倫研には分科会というのがあって、少人数で忌揮のない意見を言える雰囲気が勉強にな

り、好きであった。ただし、主流の倫理・哲学ではなく、もっぱら「現代社会」の政治・経済分野

の内容に関わるものであった。最初に発表したのもこの分科会で、 「じやぱゆきさん物調という

授業実践であった。紀要にも掲載させていただいた。またその後、別のテーマで全倫研でも発表さ

せていただいた。

3．代々木高校（3部制）での経験と疑問に思い、考えてきたこと。

最初に、勤務した高校が現在のチャレンジ・スクールの原型のような学校で、午前、午後、夜間

を持つ定時制高校であった。多様な生徒がいる中で、 日々、教育に関して考えさせられた。特にこ

の時代は、学校が管理教育だとして批判されていた。朝日新聞やフーコーの理論などに便乗して学

校教育を批判する進歩的知識人、それに同調して生徒の主体性を主張するいわゆる“進歩派教育，

が学校にゴロゴロいた。そのおかげで、朝日やフーコー、そして主体性という言葉が嫌いになっ

た。フーコーに関してだけは、フーコーの名を借りた進歩的知識人や教育学者は無視して、読んど

きや良かったと後悔しているが。

この管理教育と子どもの主体性との挟間で生じてきた疑問は、次の通りであった。 「学校教育に

おいて、ほんとうに生徒はみずから学ぶの力も進歩的知識人や教育学者はそれを主張し、学校教育

や教師の努力不足や意識の低さを批判するが、それができないのは、その言説や理論自体が間違っ

ているからではないのか」というものである。この問題意識は今も続いている。この問題意識から
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嫌いなデューイを読んできた。都倫研の分科会で「学級性の陥奔一進歩派獅而批判一」というテー

マで発表させていただいたこともある。

その後、様々な研究会に参加した後、都倫研と谷川彰英筑波大学教授が主催する連続セミナー

“授業を創る”に絞って参加するようになった。授業研究と上記の問題意識を両輪として自分なり

の探求を進めてきた。

3．小平西高校時代

都倫研では、研究部長を仰せつかった。発表や公開授業も行い、紀要にも掲載してもらった。そ

の後、事務局長への要請があった。寝耳に水であった。都倫研はやはり、倫理・哲学が主流で、政

治・経済を主としてきたいわゆる“傍流”がやるものではないと思っていたからである。気ままに

参加する幸せを享受していくものだと思っていた。断り切れず、引き受けたのだが、仕事と私生活

上で行き詰って、東京都の派遣研修に申請したところ、思いがけず合格し、上越教育大学大学院に

行くことになった。 2年任期の事務局長は、 1年し力担えず、みなさんに迷惑をかけることになっ

た。当時、会長であった青山高校の校長、海野先生のところに調俳に出向いた。上越教育大学大学

院では、総合学習と平和教育の研究を行った。

4．六郷工科高校（デュアル・システム科）時代

2年後、現場に戻って驚いた。職場環境が激変していたからである。デュアル・システム科の仕

組みの余りの杜撰さに翻弄された。これでも公教育かと思ったぐらいである。そのため、 5か月の

休職に追い込まれた。その時の問題意識が「学校教育において出来ることと出来ないことを考える

こと」であった。この問題意識は、代々木高校時代の問題意識と底流において共通している。理想

を追うばかりで、結果的に現場教員にできないことをやらせているのではないかということであ

る。

職場環境だけではなく、都倫研も予算がつかず、規模を縮j,していた。都倫研の研究会の帰りで

あったか、新宿の喫茶店で新井明先生に今後、自分はどう教員生活を続けていくかを相談した。管

理職になる考えはなく、新井先生の経済教育のように、 自分も何力核となる専門を持って教員生活

を送っていこうという結論に達した。その時に考えたのが、政治教育であった。それから、ぽつぽ

つと政治教育関連の書物や論文等を探して読み始めた。

そうしたところ、大学院でお世話になった和井田清司先生から博士課程（兵庫教育大学連合大学

陶へのお誘いを受けた。現職教員のための博士課程だということ、研究会が衰退していく中で研

究会を学会に乗り換えて自らの探求を行っていこうと考え、入学を決意した。博論は、修士論文を

生かすということになり、平和教育をテーマとして研究することになった。

5．小金井工業時代

普通に業務をこなしながらの講義への出席、博論執筆は大変であったが、何とか5年で書き上げ

ることができた。その間、哲学の素養の必要性を痛感することになった。例えば、某学会でユネス

コの宣言の中で「寛容」 という言葉が頻繁に出てくる。そうすると、 「寛容」は重要だと主張され

る。では、 「寛容」とは何かと質問すると答えられない。また別の某学会で、米国のシテイズンシ
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ツプ教育の紹介の中でしきりに社会正義(socialjustice)という言葉が出てくる。周りも頷いて

いる。私だけわからないのかと思い、 「社会正義とは何ですか？」と聞くと誰も答えられない。そ

ういう時に教育学系の人がよくいうセリフ「本質的な質問ですね」 と返されるが、その何かに明確

に答えたためしがなし＄これらの言葉が西洋哲学や思想から出ているのは明白である。しかしその

源流を知らずして研究したり、発表することに不信感を抱いてきた。倫理や哲学をしっかり学ばな

ければならないと思い始めた。

長く都倫研に居て情けない話ではあるが、事実で、倫理や哲学に俄然、興味を持ちだしたのはこ

の頃であり、 50歳になってからである。申し訳ない。

6．国分寺高校時代

博士課程終了した年度に小金井工業が廃校となった。国分寺高校に異動となった。初めての進学

校でしかも倫理担当である。突貫工事で倫理の勉強を猛然と始めた。教科書、指導書、受験参考

書、大学の哲学のテキスト、教養書と読み進め、授業プリントを作成して授業に臨んだもさらに教

科書に掲載されている思想家の著作を片っ端から読んでいった。都倫研で公開授業も行った。

その際、 自らの問題意識の探求も意識して行った。その過程で気づいたことは、欧米の教育学を

日本に導入することでさえ、風土、文化、教育環境が違うのに、その依って立つ西洋哲学、倫理、

思想に対して余りにも無頓着なのではないかということであった。

教育の学会での瀞p感、なかなか学会誌に投稿論文も掲載されないことから、この30年以上、

経験したり、考えたり、探求してきたことが大学で通用するのか試みてみたいと思うようになっ

た。ただその可能性は薄い。ならば博論の出版で、本の出し方が分かったので、様々な機会を利用

して授業実践集や教育論考（その共通テーマは「教育学の日本の学校教育への導入に関する批判的

検討」である｡）を書き、それをまとめて本にして世に間うていこうと考えるようになった。

7．国際高校時代

国際高校に異動して、教えるのは国際地理や国際関係となり、グローバル教育やIB教育につい

て学んだ6しかし倫理や哲学への興味は募り、せっせと倫理や哲学の本を読んでいた。

20歳の頃から読書に目覚め、平均100冊ぐらい読むb昔は文学も読んでいたが、今は、仕事に

も関係する教育・心理学系と人文・社会科学系の書物がほとんどである（後は、趣味のクラッシッ

ク音楽やプロレスの本)。気に入った著作の本はあらかた読んでしまう。例えば、教育系だと斎藤

喜博、諏訪哲二。心理（精神医学）系だとフロム、エリクソン、レイン。人文・社会科学系だと木

田元、ウォーラーステインなど。最近は哲学で、ハイデガー、中世哲学者の八木雄二、また社会学

のブルデューなどをせっせと読んでいる。特にブルデューは、今でいう学力格差の問題を環境から

捉えようとする視点に関心があり、 25年ほど前に『再生圏を読んだりしていたが、 『国家貴族』

に打ちのめされて翻訳されているものは全部読もうと決めた。

8．都留文科大学時代

3年前、思いがけず、都留文科大学が私を引き取ってくれることになった。上記、 6．の機会を

与えてくれた都留文科大学に感謝している。ただ出版して世に出すことは継続して行っていく。残
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された時間が少なくなっているが、判交現場のためになる実践や研究を行っていく所存である。最

後に斎藤詞割研究ができたらというのが夢である。そのためにも倫理、哲学の勉強を継続してやっ

ていきたいと思う。

という訳で、区切りの年ではありますが、都倫研のみなさま、もうしばらく付き合ってやってく

ださい。
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第二回研究例会 1公開授業】1m

身近な題材から合意形成を考える授業実践

東京都立駒場高等学校 外側淳久

はじめに

新学習指導要領が発表となり、 「公共」の目的とすることや内容が明ら

かになった。 「倫理」の教員として、いかにして新科目と向き合うかをこ

畷
れまで考察してきたが、新学習指導要領上の「公共」の目標にある、 「公

共的な空間」や「合意形成」といった概念はこれまで、多くの先哲が思索

た部分である。だからこそ、政治や合意形成をキーワードに単

、 「倫理」という科目の要素を踏まえた上での「公共」的な学

築してみた。

を深めてき

元を構想し

習内容を構

一
一
一

一
一

1． 「公共」

「公共」

りとなる概

判断する力

る･さらに

方・考え方

在り方生き

ての在り方

り、授業をり、授業を

との関連

の学習指導要領の目標には、 「現代の諸課題を捉え考察し、の学習指導要領の目標には、 「現代の諸課題を捉え考察し、 選択・判断するための手掛か

念や理論について理解する」とある。また、 「事実を基に多面的・多角的に考察し攻勢に

蕊寳熟や、合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを議論す

、それらの学習活動の中で、 「見方・考え方」を働かせることも示

｣は科目ごとに存在し､公共は｢人間と社会の在り方につⅧ､岸理は｢人間として”
方について｣、政治経済は「社会の在り方について」とされた。このことから、 「人間とし

（生き方)」の指導の場面として公共及び倫理が想定されていることは間違いない。つま

通じて先哲の思想を理解し、生徒にとって身近な話題の中にある課題に対してそれらを活

用し、深い理解へとつなげながら、最終的には現代の諸課題や「私自身」の生き方を考察する学習が

求められている。

これらのことを踏まえると、下図のような学習過程が想定される。

〆 、
〆

、

’
、

習得した概念や理

論を「使う」活動

個人や社会のある

べき姿の考察
概念や理論の理解

」ノ 、、塁

I | I I、「 「 1

｜ 習得 ｣習得 ｜ 活用 1活用

「概念や理論の理解」においては、講義形式の他に教科書の文章や資料を読み解く作業が想定され

る。 「習得した概念や理論を『使う』活動」においては、普段の学校生活や身近な社会問題等をより

生徒が構想しやすいテーマを題材に、 「考える」作業が必要であり、そのやり方としては、個人での

論述やそれを基にしたペアワークやグループワークなどの対話が有効である。そして、 「個人や社会

のあるべき姿の考察」の場面では、前段階の対話で獲得した「他者の視点」等も踏まえながら、改め

て「私」はどう考えるのかを考察し、論述する活動が必要である（論述した内容をまたワーク等で共
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有しても良い)。

私の授業構成は基本的にはこうした流れに沿って構想しており、 1時間授業の中でこの学習過程が

完結することもあれば、単元の中で実現することもある。本単元では、現代の政治思想として、ハー

バーマスらを取り上げ、合意形成のあり方を考察する。

2．単元の構成

（1）単元の設定の経緯

「公共」の目標である「合意形成」 というキーワードを元に、近現代の政治哲学を通史的に学習

し、国家のあり方、そしてそこに暮らす人間の在り方を探求していく単元を構想した。

【単元構成】

本時の授業では、 「対話的理性」の重要性を述べたハーバーマスの思想の学習の中で対話的活動を

実践した。

（2）勤務校の実態と授業スタイルとの関わり

現勤務校は全日制普通科であり、本事例はl年次必修の「倫理」での実践となる。部活動加入率

はほぼ100%であり、本時のテーマである「部活動のルール決め」は生徒たちにとっては非常に身近

な話題である。こうした、より身近な話題から、先哲の思想の知識・理解に結び付け、そうして身に
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時
間
学習活動

【基軸となる問い】先哲の思想を基に、より良い合意形成の方法を考察しよう

第
１
時

_噛里】_幽…

･意見の相違を乗り越えるグループワークを通じて、対立を解消するための決め方にはど

のようなものがあるのか考察する。

第
２
時

_【固坦 1－g_Z_Z二とZ…Q主,IEggKED7F'Wx2-#6"､

･ホッブズ、 ロック、ルソーの3人の社会契約説に触れ、その思想の相違やその背景につ

いて理解する。

･日常生活上の場面を想定し、ホッブズ、 ロック、ルソーならどのように意思決定するか

考察する。

第
３
時

_【固Ll_多数塗は_[鯉竺｣_な…空な
･功利主義の考え方に関して、ベンサムとミルの思想の相違に関して理解する

． 「多数者の専制」にならないためには何が必要なのか、考察する。

第
４
時
（
本

_脳辿】_封茜堂_L堂丞_壁瞳動Q壁菫えよ_2

｡ 「ルール」の根拠（制定の動機）を交換する部活動のルール決め活動を行う。

･ハーバーマスの思想に基づいて合意を形成し、その方法について意見をまとめる。

第
５
時

坐呈上』含意遊座Q友迭と_は1血ミ

･ロールズ、 ノージックなどの思想を踏まえた上で、これまで考察してきた合意形成の在

り方から、現代社会の主権者として、 自分自身の考えるより良い合意形成の在り方を考

察し、発表する。


